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長
野
県
飯
田
市
の
遠
山
霜
月
祭
を
事
例
と
し
て
、
湯
立
神
楽
の
意
味
と
機
能
、
変
容
と
展
開
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
動
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
湯
立
神
楽
は
密
教
・
陰
陽
道
・
修

験
道
の
影
響
を
受
け
て
、
修
験
や
巫
覡
を
担
い
手
と
し
て
、
神
仏
へ
の
祈
願
か
ら
死
者
供
養
、
祖
先

祭
祀
を
含
む
地
元
の
祭
と
習
合
し
て
定
着
す
る
歴
史
的
経
緯
を
辿
っ
た
。
五
大
尊
の
修
法
に
は
、
湯

釜
を
護
摩
壇
に
見
立
て
た
り
、
火
と
水
を
統
御
す
る
禰
宜
が
不
動
明
王
と
一
体
に
な
る
な
ど
、
修
験

道
儀
礼
や
民
間
の
禁
忌
意
識
の
影
響
が
あ
る
。
ま
た
、
大
地
や
土
を
重
視
し
竈
に
宿
る
土
公
神
を
祀

り
、「
山
」
を
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
核
に
据
え
、
死
霊
供
養
を
保
持
し
つ
つ
、「
法
」
概
念
を
読
み
替

え
る
な
ど
地
域
的
特
色
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
年
中
行
事
と
通
過
儀
礼
と
共
に
、
個
人
の
立
願
や

共
同
体
の
危
機
に
対
応
す
る
臨
時
の
危
機
儀
礼
を
兼
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
中
核
に
は
湯
へ
の
信
仰
が

あ
り
、
神
意
の
兆
候
を
様
々
に
読
み
取
り
、
湯
に
託
し
て
生
命
力
を
更
新
し
蘇
り
を
願
う
。
火
を
介

し
て
水
を
た
ぎ
ら
す
湯
立
は
、
人
間
の
自
然
へ
の
過
剰
な
働
き
か
け
で
あ
り
、
世
界
に
亀
裂
を
入
れ

て
、
人
間
と
自
然
の
狭
間
に
生
じ
る
動
態
的
な
現
象
を
読
み
解
く
儀
礼
で
、
湯
の
動
き
、
湯
の
気

配
、
湯
の
音
や
匂
い
に
多
様
な
意
味
を
籠
め
て
、
独
自
の
世
界
を
幻
視
し
た
。
そ
こ
に
は
「
信
頼
」

に
満
ち
た
人
々
と
神
霊
と
自
然
の
微
妙
な
均
衡
と
動
態
が
あ
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
神
楽
、
湯
立
、
霜
月
祭
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
、
修
験

は
じ
め
に

❶
祭
の
地
域
的
展
開
と
共
通
性

❷
遠
山
霜
月
祭
の
特
徴

❸
冬
の
到
来

❹
起
源
伝
承

❺
供
物
と
湯
立

❻
山
と
竈
と
土
公
神

❼
五
大
尊
法
と
不
動
明
王

❽
九
字
護
身
法

❾
立
願
と
湯
立

10
死
霊
の
鎮
め
と
湯
立

11
湯
立
と
は
何
か
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
神
楽
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
を
考
察
し
、
神
仏
習
合
を
通
じ
て
独
自

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
表
出
し
て
い
く
諸
相
を
、
湯
立
神
楽
を
中
心
と
し
て
検
討
す

る
。
湯
立
と
は
、
祭
場
に
釜
を
据
え
て
薪
の
火
で
湯
を
沸
か
し
、
神
霊
や
仏
菩
薩
を

招
い
て
笹
や
御
幣
で
湯
を
献
上
し
、
清
め
や
供
養
な
ど
を
行
う
儀
礼
で
、
自
ら
も
湯

を
浴
び
て
甦
り
を
果
た
す
。
ま
た
、
湯
の
動
き
を
統
御
し
た
り
、
湯
を
浴
び
て
験
力

を
顕
示
し
、
神
が
か
り
託
宣
に
よ
っ
て
神
仏
の
意
志
を
聴
く
。
湯
の
動
き
で
占
い
を

す
る
こ
と
も
あ
る
。
湯
の
様
々
な
動
き
に
神
意
の
兆
候
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
湯
釜
の
周
囲
で
執と
り
も
の物

を
持
っ
て
舞
を
演
じ
、
仮
面
を
つ
け
て
舞
い
踊
る
な
ど

の
芸
能
を
伴
う
場
合
を
、
研
究
者
は
湯
立
神
楽
と
呼
ん
で
考
察
し
て
き
た
。
湯
立
神

楽
の
元
来
の
主
宰
者
は
、
修
験
、
巫
覡
、
神
職
、
僧
侶
な
ど
で
、
禰
宜
や
太
夫
と
も

呼
ば
れ
、
死
者
供
養
や
祖
先
祭
祀
を
含
み
、
地
元
の
祭
と
習
合
し
て
い
る
。
現
在
で

は
湯
立
は
神
事
の
様
相
が
強
い
が
、
か
つ
て
は
神
仏
混
淆
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
密

教
・
陰
陽
道
・
修
験
道
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
独
自
の
祭
祀
芸
能
を
構
築
し
た
遠
山

郷
（
長
野
県
飯
田
市
。
旧
上か
み
む
ら村
と
南
信
濃
村
）
の
霜
月
祭
を
中
心
に
、
従
来
の
膨
大

な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
核
を
な
す
湯
立
神
楽
の
意
味
と
機
能
、
変
容
と
展

開
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
）
1
（

。

三
河
・
信
濃
・
遠
江
が
接
す
る
「
三
信
遠
」
で
は
、
霜
月
（
旧
暦
一
一
月
）
を
中

心
に
湯
立
神
楽
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
遠
山
だ
け
で
な
く
、
長
野
県
天
龍
村
や

静
岡
県
水み
さ
く
ぼ窪

町
の
霜
月
祭
や
愛
知
県
東
栄
町
・
豊
根
村
の
花
祭
も
同
系
統
で
あ
る
）
2
（

。

湯
立
は
伊
勢
・
熊
野
・
諏
訪
な
ど
の
影
響
下
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特

に
伊
勢
は
有
力
で
、
湯
立
神
楽
の
発
祥
地
と
す
る
説
も
あ
り〔
本
田　

一
九
七
九
〕、

中
世
に
は
陰
陽
道
の
他
に
、
両
部
神
道
や
伊
勢
神
道
な
ど
神
仏
習
合
の
思
想
や
実
践

が
展
開
し
、
伊
勢
猿
楽
も
勃
興
し
て
芸
能
の
多
様
な
展
開
が
み
ら
れ
た
。
熊
野
は
修

験
道
の
根
拠
地
で
、
本
宮
・
新
宮
・
那
智
で
は
中
世
以
来
、
湯
立
に
関
す
る
史
料
や

記
録
が
残
っ
て
い
る
）
3
（

。
熊
野
と
伊
勢
の
祭
神
の
同
躰
論
も
説
か
れ
）
4
（

、
相
互
に
関
連
が

深
い
。
中
世
以
降
、「
三
信
遠
」
に
は
伊
勢
・
熊
野
な
ど
の
神
仏
に
関
す
る
解
釈
と

実
践
が
、
修
験
・
巫
覡
・
僧
侶
・
芸
能
者
な
ど
を
通
じ
て
天
龍
川
に
沿
っ
て
移
動
し

て
伝
播
し
、
諏
訪
信
仰
や
地
元
の
祭
祀
と
融
合
し
つ
つ
定
着
し
、
独
自
の
湯
立
神
楽

を
形
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
奥
三
河
の
花
祭
の
成
立
に
関
し
て
は
、
江
戸
時
代
初

期
に
豊
根
村
古
真
立
の
曽
川
在
住
の
修
験
・
萬
蔵
院
鈴
木
氏
と
弟
子
の
林
蔵
院
守
屋

氏
の
関
与
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。
湯
立
神
楽
は
様
々
な
職
能
者
の
実
践
と
思
考

を
取
り
組
ん
で
複
雑
化
し
、
対
象
も
神
仏
だ
け
で
な
く
山
川
草
木
に
宿
る
霊
か
ら
死

霊
・
怨
霊
に
至
る
広
範
囲
の
神
霊
と
の
交
流
を
通
じ
て
洗
練
さ
れ
て
き
た
。

❶
祭
の
地
域
的
展
開
と
共
通
性

天
龍
川
中
流
域
の
祭
祀
の
概
観
と
遠
山
霜
月
祭
の
位
置
付
け
を
述
べ
て
お
く
。
こ

の
地
域
の
大
祭
は
、
霜
月
（
陰
暦
一
一
月
）
頃
の
農
耕
の
収
穫
を
感
謝
す
る
霜
月
祭

と
、
初
春
の
五
穀
豊
饒
の
農
耕
予
祝
祭
に
大
別
さ
れ
る
。
霜
月
祭
が
当
年
に
収
穫
し

た
新
穀
を
捧
げ
て
神
仏
に
感
謝
す
る
「
冬
の
祭
」
で
湯
立
が
主
体
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
初
春
の
祭
で
は
湯
立
は
行
わ
ず
農
作
業
を
演
劇
的
に
演
じ
て
見
せ
る
田
遊
び

や
田
楽
な
ど
の
芸
能
を
含
む
「
春
の
祭
」
の
様
相
が
濃
い
。「
冬
の
祭
」
の
祭
場
は
、

遠
山
霜
月
祭
は
八
幡
社
や
諏
訪
社
な
ど
の
「
神
社
」、
奥
三
河
の
花
祭
で
は
個
人
の

「
家
」
を
宿
と
し
寺
院
や
神
社
と
の
繋
が
り
は
弱
い
（
現
在
は
公
民
館
が
多
い
）。
一

方
、
初
春
の
祭
は
、
奥
三
河
を
主
に
広
域
に
展
開
し
（
新に
い
の野

、
西に
し
う
れ浦

、
黒く
ろ
く
ら倉

、
田だ

峰み
ね

、
古ふ
っ
と戸

、
寺て
ら
の野

、
懐
ふ
と
こ
ろ
や
ま山

等
）、
観
音
堂
・
薬
師
堂
な
ど
の
「
村
堂
」（
三
日
堂
、

八
日
堂
な
ど
と
い
う
）
が
祭
場
で
、
仏
教
儀
礼
「
修
正
会
」
の
結
願
の
法
楽
の
様
相

を
呈
し
、
農
耕
の
模
擬
的
所
作
に
農
耕
予
祝
の
願
望
を
託
す
。
総
じ
て
、
湯
立
は
冬

の
行
事
で
神
社
や
家
で
行
い
、
田
遊
び
や
田
楽
な
ど
の
春
の
行
事
は
村
堂
で
行
う
。

い
ず
れ
も
大
き
な
仏
教
寺
院
は
関
与
し
な
い
。
仏
教
儀
礼
と
芸
能
の
関
係
性
は
、

「
春
の
祭
」
で
は
修
正
会
の
最
後
に
芸
能
が
組
み
込
ま
れ
て
「
接
合
」
の
形
を
と
る
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の
に
対
し
、「
冬
の
祭
」
は
作
法
や
舞
の
中
に
仏
教
儀
礼
を
取
り
込
ん
で
芸
能
の
中

に
「
融
合
」
し
、
死
者
供
養
も
加
わ
る
。
遠
山
霜
月
祭
は
「
冬
の
祭
」
の
典
型
で
あ

り
、
湯
に
対
す
る
複
雑
な
想
い
が
多
様
な
形
で
表
出
し
て
い
る
。

天
龍
川
中
流
域
の
湯
立
神
楽
を
地
域
別
（
旧
町
村
名
標
示
）
6
（

）
で
み
る
と
、
以
下
の

四
つ
に
分
け
ら
れ
る
）
7
（

。

①　

南
信
濃　

天
龍
川
東
岸
地
区　

長
野
県
上か
み
む
ら村

・
南
信
濃
村
…
遠
山
霜
月
祭

②　

北
遠
州　

天
龍
川
東
岸
地
区　

静
岡
県
水み
さ
く
ぼ窪

町
・
佐
久
間
町

③　

南
信
濃　

天
龍
川
西
岸
地
区　

愛
知
県
富と
み
や
ま山

村
、
長
野
県
天
龍
村
・
阿
南
町

④　

奥
三
河　

天
龍
川
西
岸
地
区　

愛
知
県
豊と
よ
ね根

村
・
東と
う
え
い栄

町
・
津つ

ぐ具
村
…
花
祭

天
龍
川
西
岸
の
奥
三
河
の
花
祭
の
地
域
（
④
）
は
、
舞
が
自
己
展
開
し
、
長
時
間

か
け
て
舞
う
こ
と
で
陶
酔
に
入
り
神
霊
と
一
体
化
し
て
い
く
。
花
祭
は
、
花
太
夫
が

結
界
・
湯
立
・
鎮
め
な
ど
を
担
当
し
、
舞
は
宮み
ょ
う
ど人

（
旧
開
発
地
主
層
か
）
に
よ
る
儀

式
舞
（
楽
の
舞
・
御
神
楽
・
順
の
舞
）、
子
供
達
に
よ
る
花
の
舞
、
青
少
年
に
よ
る

舞
（
地
固
め
・
三
つ
舞
・
四
つ
舞
・
湯ゆ
ば
や
し

囃
子
）
の
三
種
に
分
か
れ
、
年
齢
階
梯
に
伴

う
通
過
儀
礼
、
つ
ま
り
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
様
相
が
あ
る
）
8
（

。
面
は
鬼
を
主
体
に
山

の
神
や
土
地
の
神
霊
が
主
役
で
、
釜
の
周
囲
を
廻
っ
て
土
地
を
譲
り
渡
し
、
豊
饒
と

子
孫
繁
栄
を
約
束
す
る
。「
湯
立
が
舞
に
従
属
す
る
」
形
式
で
、
特
に
湯
囃
子
に
顕

著
で
、
舞
が
主
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
特
色
は
、
山
地
斜
面
と
河
川
流
域
に
展
開
し

た
開
発
に
基
づ
く
枝
村
が
基
盤
を
な
し
、
山
村
開
拓
の
歴
史
に
繋
が
る
と
推
定
さ
れ

る
宮
人
が
主
体
で
、
外
来
系
の
花
太
夫
が
儀
礼
を
掌
握
し
、
修
験
（
熊
野
・
白
山
）

の
影
響
が
色
濃
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
究
極
が
大
神
楽
で
あ
っ
た
。

天
龍
川
西
岸
の
南
信
濃
の
霜
月
祭
の
地
域
（
③
）
は
、
富
山
村
（
大
谷
）、
天
龍

村
（
大お
お
こ
う
ち

河
内
、
向む
か
が
た方

、
坂さ
か
ん
べ部

）、
阿
南
町
（
新に
い
の野

）
な
ど
で
は
、「
舞
を
し
て
湯
立
を

繰
返
す
」
こ
と
が
特
徴
で
、
舞
は
「
湯
立
の
為
の
清
め
の
舞
」
と
な
り
、
か
つ
て
は

立り
ゅ
う
が
ん

願
の
臨
時
祭
も
湯
立
と
し
て
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
た
。
究
極
に
は
湯
立
そ
の
も
の

が
目
標
で
あ
っ
た
。
地
域
社
会
の
特
色
は
、
古
い
歴
史
を
持
つ
村
が
多
く
、
奥
三
河

に
展
開
し
て
い
る
開
拓
に
よ
る
枝
村
よ
り
も
、
生
活
上
の
歴
史
的
な
継
続
性
が
あ
る

こ
と
で
、
オ
ヤ
カ
タ
層
の
力
も
強
か
っ
た
。
儀
礼
の
内
容
に
は
花
祭
地
域
と
の
共
通

性
が
あ
る
が
、
修
験
の
影
響
は
や
や
薄
い
。

天
龍
川
東
岸
の
北
遠
州
の
霜
月
祭
の
地
域
（
②
）
は
、
水
窪
町
（
上
村
・
草
木
）、

佐
久
間
町
（
今
田
・
川
合
・
峰
・
山
室
）
で
、「
舞
を
し
て
湯
立
を
繰
返
す
」
が
、

面
の
造
形
は
展
開
せ
ず
、
オ
ヤ
カ
タ
層
の
家
を
中
心
と
し
、
湯
立
に
は
有
力
な
家
の

先
祖
供
養
や
死
霊
の
鎮
め
の
様
相
が
強
い
。
祭
は
村
落
統
合
の
機
能
を
果
た
す
が
、

旧
開
発
地
主
の
権
力
の
記
憶
も
顕
在
化
す
る
。
地
域
社
会
の
特
色
は
、
村
よ
り
も
、

草
分
け
筋
の
家
が
中
心
で
、
先
祖
や
死
霊
の
供
養
を
通
じ
て
主
従
関
係
の
権
力
性
が

再
確
認
さ
れ
る
。
山
地
で
の
生
活
は
厳
し
い
が
、
森
林
資
源
の
活
用
に
よ
っ
て
富
の

蓄
積
が
可
能
で
、
豊
か
な
財
産
を
持
つ
家
が
地
域
の
指
導
権
を
握
っ
て
き
た
。
湯
立

の
要
素
は
他
の
地
域
と
共
通
す
る
が
、
目
的
と
機
能
は
異
な
る
。

天
龍
川
東
岸
の
南
信
濃
の
遠
山
霜
月
祭
（
①
）
は
、
舞
よ
り
も
湯
立
が
主
体
で
、

花
祭
と
は
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
。
地
域
社
会
の
特
色
と
し
て
は
、
鎌
倉
期
以
来
の

荘
園
と
し
て
の
歴
史
を
持
ち
、
権
力
と
の
関
わ
り
が
濃
厚
で
、
江
戸
時
代
に
は
遠
山

一
族
の
虐
殺
に
関
わ
る
御
霊
信
仰
が
加
わ
る
な
ど
、
政
治
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
秋
葉
街
道
と
い
う
交
通
路
を
通
じ
て
文
化
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
、
町
場
の

経
済
力
を
基
盤
と
し
て
祭
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
内
容
と
し
て
は
、
神
仏
混
淆
で
修

験
の
影
響
が
あ
る
が
、
儀
礼
の
執
行
者
は
禰
宜
と
呼
ば
れ
、
神
道
の
儀
礼
の
影
響
も

色
濃
く
残
る
。
天
龍
川
中
流
域
の
霜
月
祭
の
内
容
は
、
地
域
ご
と
に
特
色
が
あ
り
、

歴
史
・
経
済
・
政
治
な
ど
の
違
い
に
応
じ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

総
じ
て
、
天
龍
川
中
流
域
の
「
冬
の
祭
」
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
は
、
①
明
治

以
前
は
神
仏
混
淆
が
基
本
で
、
現
在
は
大
き
く
変
容
し
た
が
依
然
と
し
て
神
仏
習
合

を
維
持
す
る
、
②
祭
日
は
霜
月
の
前
半
が
多
い
（
現
在
は
新
暦
の
一
一
月
や
一
二

月
に
移
行
）、
③
湯
立
を
中
核
に
組
み
込
ん
で
収
穫
感
謝
や
死
者
供
養
を
す
る
、
④

自
己
の
身
体
を
清
め
る
と
同
時
に
生
命
力
の
更
新
を
図
る
、
⑤
伽
藍
様
、
天
伯
、
天

狗
、
土
公
神
、
鬼
な
ど
在
地
の
神
霊
、
大
地
の
霊
、
土
地
神
、
山
の
神
に
対
し
て
強

い
畏
敬
の
念
を
持
ち
、
在
地
の
古
い
形
式
で
祀
る
、
⑥
自
然
災
害
や
、
共
同
体
の
飢
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饉
や
疫
病
、
個
人
の
病
気
な
ど
の
危
機
に
対
処
し
て
、「
立
願
」
の
臨
時
祭
を
行
っ

て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
潜
在
力
が
あ
る
）
9
（

、
な
ど
を
指
摘
で
き
る
。

霜
月
祭
の
目
的
は
、
民
俗
学
者
の
見
解
で
は
、
暦
の
上
で
は
冬
至
に
近
く
て
日
照

時
間
が
一
年
で
最
も
短
い
の
で
、
太
陽
が
衰
弱
し
、
人
間
の
身
体
の
生
命
力
も
感
応

し
て
衰
え
る
の
で
、
夜
を
徹
し
て
の
舞
に
陶
酔
し
、
早
朝
に
新
た
な
太
陽
を
拝
む
こ

と
で
復
活
を
確
証
す
る
と
さ
れ
、
身
体
の
再
活
性
化
が
祭
に
託
さ
れ
た
と
い
う
。
確

か
に
地
元
で
も
天
龍
村
の
向
方
で
は
「
冬
至
祭
」
と
い
い
、
冬
至
が
意
識
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
個
々
の
祭
の
名
称
は
、
霜
月
祭
（
遠
山
）、
花
祭
（
東
栄
町
・
豊
根

村
）、
冬
祭
（
坂
部
）、
御
神
楽
（
大
谷
）、
も
り
祭
（
大
河
内
）
な
ど
多
様
で
、
各

地
の
個
性
が
強
く
表
れ
、
内
容
も
多
義
的
で
あ
る
）
10
（

。
祭
日
は
元
来
は
陰
暦
霜
月
の

前
半
、
満
月
に
向
か
う
前
の
二
週
間
に
集
中
し
、
月
の
力
の
増
殖
に
託
し
て
生
命
力

の
強
化
が
行
わ
れ
た
。
湯
立
は
太
陽
や
月
な
ど
自
然
の
移
り
行
き
と
の
連
動
を
意

識
し
、
天
体
の
動
き
と
人
間
の
身
体
の
感
応
を
再
確
認
し
て
、
身
体
を
再
活
性
化
さ

せ
て
、
活
力
を
復
活
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
で
の
湯
立
へ
の
執
着
は

特
別
で
、
霜
月
祭
で
は
湯
を
浴
び
て
生
命
の
更
新
を
実
感
し
、
そ
の
後
に
新
年
を
迎

え
る
。
湯
立
神
楽
は
儀
礼
や
舞
だ
け
で
な
く
、
祭
場
の
切
飾
り
に
特
徴
が
あ
り
）
11
（

、
湯

を
沸
か
す
釜
上
に
神
霊
が
降
臨
す
る
千
道
を
作
り
）
12
（

、
湯
の
上
飾
り
を
吊
り
）
13
（

、「
湯
男
」

「
湯
女
」（
湯
雛
）
な
ど
の
人
形
の
切
紙
に
託
し
て
結
界
を
強
化
す
る
。
湯
が
人
格
化

さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
切
飾
り
は
単
な
る
造
形
に
留
ま
ら
ず
、
儀
礼
の
意
味
や
内
容

を
表
わ
し
、
神
仏
混
淆
を
可
視
化
し
て
示
し
て
い
る
。

❷
遠
山
霜
月
祭
の
特
徴

遠
山
霜
月
祭
は
、
一
二
月
に
入
る
と
、
遠
山
郷
の
一
三
ケ
所
で
行
わ
れ
る
。
谷
の

東
北
か
ら
西
南
へ
た
ど
る
と
、
程ほ
ど
野の

（
八
幡
。
諏
訪
も
併
祀
）
―
中な
か
ご
う郷
（
八
幡
）
―

上か
み
ま
ち町

（
八
幡
）
―
下し
も
ぐ
り栗

（
拾
五
社
。
八
幡
も
併
祀
）
―
中な
か
だ
ち立

（
稲
荷
）
―
八よ
う
か日

市い
ち
ば場

（
日
月
）
―
上う
え
し
ま島

（
白
山
）
14
（

）
―
木き
ざ
わ沢

（
八
幡
）
―
小こ
ど
う
ぎ

道
木
（
熊
野
）
―
須す
さ
わ沢

（
八
幡
）
15
（

）

―
和わ

だ田
（
諏
訪
）
―
八や
え
の重
河こ
う
ち内

（
八
幡
）
―
大お
お
ま
ち町
（
天
満
宮
）
16
（

）、

で
あ
る
。

内
容
は
地
域
ご
と
に
幾
つ
か

に
類
型
化
で
き
る
が
）
17
（

、
上
町
を

中
心
と
し
て
考
え
る
（
表
1
）。

祭
は
禰
宜
が
執
行
し
、
実
態
は

神
仏
混
淆
で
あ
る
。
特
徴
は
本

祭
の
初
め
に
、「
神じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

名
帳
」の

奉
読
を
行
い
、
全
国
六
十
六
国

の
一
宮
を
読
み
上
げ
て
神
々

を
「
湯
の
上
三
寸
」
へ
迎
え
る

こ
と
で
あ
る
。
引
き
続
く
「
申

上
」
の
奉
読
で
は
神
々
に
願
い
事
を
し
、「
湯
殿
渡
し
」（
図
1
）
に
移
行
し
て
梵
天

帝
釈
か
ら
冨
士
天
伯
に
至
る
神
菩
薩
仏
の
名
を
唱
え
て
湯
に
導
い
て
「
湯
召
し
」
と

な
り
、「
先せ
ん
ゆ湯
」
七
立
の
湯
立
へ
と
展
開
す
る
。
祭
の
前
半
は
勧
請
し
た
神
ご
と
に

舞
を
奉
納
し
て
湯
立
を
繰
り
返
し
、
釜
の
四
方
で
舞
い
、
舞
処
の
分
化
は
な
く
、
釜

の
周
囲
に
限
定
さ
れ
、「
湯
立
の
為
の
清
め
の
舞
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
遠
山
郷

で
は
「
神
楽
」
と
は
歌
の
こ
と
で
、「
御お

神
楽
を
あ
げ
る
」
と
は
神
仏
へ
の
呼
び
掛

け
や
呼
び
出
し
を
意
味
す
る
。
宮
清
め
、
神
迎
え
、
御
神
酒
上
げ
、
湯
立
、
神
返
し

に
は
「
御
神
楽
」
が
あ
げ
ら
れ
、
歌
で
神
を
招
き
、
も
て
な
し
、
送
る
の
で
あ
り
、

歌
の
力
に
大
き
な
信
頼
が
あ
っ
た
。
構
成
は
一
元
的
で
、
首
尾
一
貫
し
た
流
れ
の
中

で
展
開
し
、
延
々
た
る
神
々
の
湯
立
が
夜
半
過
ぎ
ま
で
続
く
。

上
町
の
場
合
、「
先
湯
」
の
七
立
の
湯
立
は
遠
山
一
族
へ
の
奉
納
と
さ
れ
て
死
者

供
養
の
様
相
が
加
わ
る
。
特
に
「
先
湯
一　

源
王
大
神
の
湯
」
は
重
要
な
「
役
湯
」

で
「
湯
開
き
」
と
も
呼
ば
れ
、
遠
山
土
佐
守
へ
の
奉
納
と
も
い
う
）
18
（

。
先
湯
七
立
に

対
し
て
は
、
式
礼
の
舞
と
し
て
「
四
つ
舞
」
が
奉
納
さ
れ
て
、
丁
寧
な
扱
い
で
あ 図1　湯殿渡し〔出典『遠山霜月祭〈上村〉』2008〕

（以下写真は同様）
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表1　遠山霜月祭〈上町〉式次第（平成17年・2005）

〔出典『遠山霜月祭〈上村〉』2008：40〕
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る
。
遠
山
一
族
へ
の
湯
（
神
々
と
も
混
淆
）
の
湯
立
が
続
く
。
そ
の
後
は
津
島
・
鹿

島
・
池
大
明
神
・
諏
訪
の
各
湯
立
、
交
通
安
全
祈
願
の
湯
立
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も

疫
病
流
行
、
大
地
震
、
洪
水
な
ど
共
同
体
の
危
機
や
、
林
道
開
通
の
祝
事
な
ど
で
始

ま
っ
た
近
代
に
生
成
し
た
湯
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
七
石
の
湯
は
「
願
ば
た

き
」
と
さ
れ
、
願
が
叶
っ
た
感
謝
が
な
さ
れ
る
。

子
の
刻
の
「
御
一
門
の
湯
」
で
四よ
お
も
て面

（
水
王
土
王
木
王
火
王
）
に
奉
納
し
、
丑

の
刻
の
「
鎮
め
の
湯
」
で
死
者
供
養
と
共
に
全
て
の
神
霊
を
鎮
め
て
神
仏
混
淆
の

様
相
が
強
ま
る
。
そ
の
後
に
八
乙
女
の
舞
、
花
の
御
神
楽
、
襷
の
舞
、
羽
揃
え
の

舞
と
「
舞
」
が
数
番
続
く
。
日
月
の
舞
・
御
座
の
神
で
唱
え
事
を
し
て
、
日
本
国
中

の
神
々
を
お
返
し
申
す
。『
神
名
帳
』
で
勧
請
し
た
神
々
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
か

ら
、
仮
面
の
神
々
が
登
場
す
る
。
面
は
神
聖
視
さ
れ
て
、
被
る
前
に
は
水
垢
離
の

潔
斎
を
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
遠
山
霜
月
祭
の
神
霊
は
二
重
性
を
帯

び
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、『
神
名
帳
』
と
い
う
文
字
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
で
送

迎
さ
れ
る
神
（
来
訪
神
）
と
、
仮
面
と
い
う
モ
ノ
と
身
体
を
介
し
て
出
現
し
て
在
地

に
止
ま
る
神
（
滞
在
神
）
で
あ
る
。
夜
も
ふ
け
て
朝
に
向
か
う
に
つ
れ
て
雰
囲
気
が

開
放
的
に
な
り
、
明
け
方
近
い
頃
に
一
挙
に
面
が
出
て
「
面
形
の
舞
」（
神
太
夫
・

姥
、
八
社
の
神
、
四
面
、
冨
士
天
伯
）
と
な
る
と
、「
よ
お
っ
せ
、
よ
お
っ
せ
」
と

囃
し
て
荒
れ
狂
い
、
神
々
と
押
し
合
い
へ
し
合
い
の
狂
騒
状
況
に
な
る
。
祭
は
別
名

を
「
か
つ
ぎ
祭
り
」
や
「
押
し
祭
り
」
と
い
い
、
解
放
感
に
溢
れ
て
い
る
。
か
つ
て

は
男
女
が
木
の
根
を
枕
に
寝
る
「
木
の
根
祭
り
」
で
あ
っ
た
（
花
祭
も
同
様
の
別
称

を
持
つ
）。
最
後
に
天て
ん
ぱ
く伯

（
上
町
は
冨
士
天
伯
。
宮
天
伯
と
も
い
う
）
が
出
て
素
手

で
釜
の
湯
玉
（
湯
の
花
）
を
振
り
撒
き
、
人
々
に
力
や
聖
性
を
分
け
与
え
、
大
地
を

踏
ん
で
弓
矢
で
四
方
を
射
て
悪
霊
を
祓
う
（
剣
を
使
う
場
所
も
あ
る
）。
そ
の
後
の

金か
な
や
ま山
の
舞
で
全
て
が
終
わ
る
。
天
伯
は
五
行
の
「
金
」
に
充
当
さ
れ
、
大
地
か
ら
の

宝
物
、
豊
穣
を
恵
む
神
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
。
遠
山
祭
の
大
き
な
流
れ
は
、「
神

楽
＋
湯
立
＋
舞
＋
面
」
で
あ
る
。

遠
山
霜
月
祭
の
特
徴
は
、
花
祭
と
比
較
し
て
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
①
遠

山
は
「
神
を
勧
請
す
る
度
に
湯
立
を
繰
返
し
行
う
」
こ
と
が
特
徴
で
、
花
祭
が
冒
頭

で
の
「
一
回
だ
け
の
湯
立
を
基
本
に
す
る
」
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
花
祭
は
、
最
後

に
湯
囃
子
の
劇
的
な
「
舞
に
よ
る
湯
立
」
で
村
を
越
え
世
界
の
秩
序
を
更
新
す
る
大

き
な
清
め
へ
と
展
開
す
る
。
②
遠
山
で
は
前
段
で
多
く
の
湯
立
と
素
面
の
舞
が
続
い

て
厳
粛
さ
が
あ
り
、
後
段
で
面
形
の
舞
が
ま
と
め
て
演
じ
ら
れ
て
祝
祭
風
に
な
る
と

い
う
、
静
と
動
の
対
比
が
際
立
ち
、
首
尾
一
貫
し
た
流
れ
の
中
で
展
開
す
る
。
一

方
、
花
祭
は
流
れ
は
あ
る
が
、
鬼
や
翁
や
巫
女
な
ど
の
面
の
舞
は
合
間
に
組
み
込
ま

れ
、
鬼
は
三
種
出
る
な
ど
変
化
に
富
む
構
成
で
あ
る
。
③
遠
山
で
は
清
め
の
舞
は
禰

宜
と
役
職
者
が
主
に
担
当
し
、
面
形
の
舞
は
村
人
が
行
い
、
最
後
の
天
伯
の
役
は
世

襲
と
い
う
構
成
で
、
年
齢
階
梯
は
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い
。
花
祭
は
、
地
固
め
、
花

の
舞
、
三
つ
舞
、
四
つ
舞
な
ど
の
年
齢
に
基
づ
く
様
々
な
舞
が
奉
納
さ
れ
、
通
過
儀

礼
の
様
相
が
強
い
。
④
遠
山
は
前
半
は
神
霊
の
清
め
の
湯
立
が
続
き
、
後
半
で
遠
山

一
族
な
ど
の
死
霊
面
が
静
か
に
湯
釜
を
巡
る
行
道
を
行
い
、
夜
半
過
ぎ
か
ら
神
仏
混

淆
と
な
る
な
ど
、
神
か
ら
仏
へ
の
転
換
が
顕
著
で
あ
る
。
⑤
祭
の
主
宰
者
は
、
遠
山

は
禰
宜
（
下
栗
は
太
夫
）
と
呼
ば
れ
て
、「
神
名
帳
」
あ
る
い
は
「
神
帳
」
を
読
む

な
ど
神
道
祭
式
が
組
み
込
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
花
祭
の
主
宰
者
の
太
夫
は
神
仏
混

淆
で
、
冒
頭
の
祈
禱
と
最
後
の
神
返
し
と
鎮
め
を
担
当
す
る
。
⑥
「
立り
ゅ
う
が
ん願
」
に
関

し
て
は
、
遠
山
で
は
願
が
叶
う
と
「
願
ば
た
き
」
で
特
別
奉
納
の
湯
立
を
行
う
の
に

対
し
て
）
19
（

、
花
祭
の
立
願
で
は
舞
を
奉
納
す
る
（
一
力
花
、
添
え
花
）。
遠
山
は
湯
立

重
視
、
花
祭
は
舞
重
視
で
あ
る
。
遠
山
の
特
徴
と
し
て
は
、
死
霊
の
鎮
め
が
仏
教
儀

礼
の
様
式
を
混
淆
さ
せ
る
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

遠
山
霜
月
祭
と
花
祭
に
は
差
異
が
あ
り
、
湯
立
神
楽
は
天
龍
川
の
西
岸
と
東
岸
と

は
性
格
を
異
に
す
る
）
20
（

。

❸
冬
の
到
来

遠
山
霜
月
祭
に
は
、
冬
の
到
来
を
告
げ
る
季
節
祭
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
祭
事
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の
中
で
奉
読
し
、
全
国
の
神
々
を
勧
請
す
る
「
神
名
帳
」
の
冒
頭
の
神
歌
で
、「
冬

来
る
と
誰
が
告
げ
つ
ら
北
国
の　

時し
ぐ
れ雨

の
雲
に
乗
り
て
ま
し
ま
す
」
と
歌
わ
れ
る
と

お
り
、
風
と
雲
と
雨
に
乗
っ
て
神
が
や
っ
て
く
る
。
遠
山
は
北
の
地
蔵
峠
（
鬼
面
山

と
尾
高
山
の
間
）
か
ら
南
の
青あ
お
な
ぎ崩

峠
）
21
（

へ
と
向
か
う
谷
で
、
方
位
で
は
「
鬼
門
か
ら
裏

鬼
門
」
で
あ
り
、
神
霊
が
駆
け
抜
け
る
「
風
の
谷
」
の
感
覚
が
あ
る
。
遠
山
は
生
業

の
基
本
で
あ
る
山
を
重
視
し
、
そ
こ
に
潜
む
魔
物
に
対
抗
し
、
森
、
木
、
石
、
湧
水

を
祀
る
こ
と
で
、
山
の
暮
ら
し
を
維
持
し
て
き
た
。
山
の
世
界
に
大
き
な
比
重
を
置

く
生
産
に
密
着
し
た
信
仰
が
根
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
峯
は
雪
夜
中
は
あ
ら
れ
里
は
雨　

谷
は
氷
の
八
重
が
さ
ね
」（
か
す
舞
・
下
栗
）。

高
い
山
に
雪
が
降
り
、
里
は
雨
、
谷
に
氷
が
は
る
季
節
、
麦
が
芽
吹
く
頃
、
里
芋
の

串
刺
し
や
御
幣
餅
で
「
山
の
神
講
」
を
終
え
た
後
に
、
霜
月
祭
の
準
備
が
始
ま
る
。

祭
は
八
重
河
内
梶
谷
の
一
二
月
一
日
を
初
め
と
し
て
、
一
二
月
一
七
日
の
大
町
天
満

宮
ま
で
、
半
月
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
（
か
つ
て
は
下
栗
が
最
後
）。「
山
の
神
育

ち
は
い
づ
く
奥
山
の　

そ
や
ま
の
奥
の
榊
に
ま
し
ま
す
」「
水
の
神
育
ち
は
い
づ
く

河
下
の　

七
瀬
や
し
も
の
榊
の
葉
に
ま
し
ま
す
」（
十
六
の
御
神
楽
・
木
沢
）。
山
神

と
水
神
を
本
源
の
地
か
ら
サ
ト
へ
呼
び
戻
し
村
人
と
共
に
楽
し
む
。
最
後
に
ヤ
マ
か

ら
タ
ケ
へ
高
い
山
へ
神
送
り
し
て
、「
元
の
場
所
に
鎮
ま
る
」
こ
と
を
願
う
。
タ
ケ

と
は
遠
く
に
聳
え
る
聖
嶽
・
赤
石
嶽
を
い
う
。
タ
ケ
―
ヤ
マ
―
サ
ト
の
三
つ
の
領
域

が
自
然
認
識
の
根
源
に
あ
り
、
ヤ
マ
は
サ
ト
近
く
の
生
活
の
場
で
森
林
資
源
に
恵
ま

れ
、
水
源
地
で
も
あ
り
、
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
暮
ら
し
の
根
源
で
あ
る
。
神
楽

歌
で
は
「
神
は
ゆ
け
モ
リ
は
止
ま
れ
こ
の
里
に　

ま
た
来
る
冬
も
神
呼
び
返
す
」
と

歌
わ
れ
、
祭
が
終
わ
る
と
神
は
遠
く
の
ヤ
マ
に
戻
る
が
、
サ
ト
に
あ
る
モ
リ
（
社
・

森
・
守
）
に
止
ま
る
カ
ミ
も
い
る
。
村
人
を
守
護
す
る
神
は
、「
来
訪
神
」
と
「
滞

在
神
」
の
二
重
性
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
毎
年
、
冬
に
な
る
と

神
々
が
訪
れ
人
々
と
交
流
し
、
祭
が
終
わ
る
と
帰
っ
て
い
く
。
人
々
は
「
よ
い
お
年

を
お
迎
え
下
さ
い
」
と
挨
拶
を
し
て
、
新
年
を
迎
え
る
準
備
に
入
る
。
遠
山
霜
月
祭

は
人
々
の
生
活
の
リ
ズ
ム
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
遠
山
霜

月
祭
は
年
の
終
わ
り
を
告
げ
る
「
冬
の
祭
」
で
、
自
然
の
営
み
の
循
環
を
強
く
意
識

す
る
。

遠
山
郷
は
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
は
天
龍
川
を
通
じ
て
外
部
と

の
交
流
も
盛
ん
で
、
祭
へ
の
影
響
も
大
き
い
。
遠
山
霜
月
祭
を
構
成
す
る
要
素
に

は
、
熊
野
・
伊
勢
・
諏
訪
・
祇
園
な
ど
の
多
様
な
信
仰
の
混
淆
が
み
ら
れ
）
22
（

、
近
世
に

は
秋
葉
信
仰
の
影
響
も
加
わ
っ
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
要
素
の
混
在
と
融
合
は
、
谷

筋
を
秋
葉
街
道
が
通
り
、
沿
道
に
町
場
が
形
成
さ
れ
、
各
所
に
旅
籠
が
点
在
し
、
人

と
物
と
情
報
が
行
き
交
う
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
秋
葉
街
道
は
、
武
家
や

商
人
や
職
人
が
往
来
す
る
だ
け
で
な
く
、
伊
勢
・
熊
野
と
秋
葉
・
諏
訪
を
繋
ぐ
修
験

や
御お

し師
の
通
行
路
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
龍
川
の
東
岸
に
聳
え
る
山
々
は
、
修
験

の
峰
入
り
道
で
、
熊
野
信
仰
の
強
か
っ
た
南
遠
州
か
ら
）
23
（

、
本ほ
ん
ぐ
う
ざ
ん

宮
山
―
春は
る
の
さ
ん

埜
山
―
秋
葉

山
―
龍
頭
山
―
山や
ま
ず
み
や
ま

住
山
（
常
光
寺
山
）
と
伸
び
て
い
る
。
竈
の
意
味
づ
け
や
修
法
に

は
修
験
の
影
響
が
色
濃
い
。
こ
う
し
た
複
雑
な
信
仰
の
様
相
を
具
体
的
に
伝
え
る
の

が
、
上
町
に
伝
わ
る
『
霜
月
祭
実
録
』
で
あ
る
。
そ
の
次
第
の
中
で
は
、
か
つ
て

は
「
神
名
帳
」
を
読
む
前
に
、「
神か
い
む
か迎

え
ノ
コ
ト
」
と
し
て
、「
謹
請
東
方
に
わ
日
の

本
冨
士
浅
間
大
菩
薩

大
日
如
来
、
西
に
ハ
熊
野
三
所
大
権
現
、
南
に
わ
伊
勢
皇
両

宮
朝
熊
嶽
福
一
萬
大
菩
薩
、
北
に
わ
浅
間
ケ
嶽
農
萬
虚
空
蔵
大
菩
薩
雨
ノ
宮
風
の
三

郎
諏
訪
大
社
法
性
大
明
神
、
中
央
に
わ
國
々
嶌し
ま
々
山
々
た
け
だ
け
ノ
大
天
狗
子
天
狗

大
小
ノ
神
祇
部
類
眷
属
ま
で
、
今
日
只
今
こ
れ
の
湯
ノ
上
参さ
ん

途ず

に
謹
請
申
奉
と
敬

白
」
と
唱
え
た
と
あ
り〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
四
七
〕、
東
西
南
北
に
冨

士
浅せ
ん
げ
ん間

、
熊
野
三
所
、
伊
勢
朝あ
さ

熊ま

、
浅あ
さ
ま間

諏
訪
を
迎
え
、
中
央
に
は
全
国
の
山
や

島
の
天
狗
眷
属
を
勧
請
し
た
と
い
う
。
外
来
と
地
元
の
信
仰
の
融
合
を
具
体
的
に
伝

え
て
い
る
。
霜
月
祭
を
行
う
神
社
の
多
く
は
、
領
主
が
勧
請
し
た
荘
園
鎮
守
の
八
幡

を
祀
り
、
祭
全
体
に
政
治
権
力
の
影
が
落
ち
て
い
る
。
季
節
祭
と
し
て
の
性
格
を
根

底
に
持
ち
、
そ
の
上
に
多
様
な
信
仰
が
融
合
し
拮
抗
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
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❹
起
源
伝
承

遠
山
霜
月
祭
の
起
源
は
、
熊
野
と
の
関
係
、
併
せ
て
冨
士
浅
間
や
八
幡
と
の
連
関

も
語
ら
れ
、
常
に
「
外
部
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
上
町
の
禰
宜
の
宇
佐
美
虎
之
助

の
談
話
で
は
）
24
（

、
朱
雀
天
皇
の
承
中
年
間
（
九
三
一
〜
九
三
七
）
の
卯
月
半
ば
頃
に
老

人
が
こ
の
地
に
現
わ
れ
て
一
夜
の
宿
を
乞
う
た
。
老
人
は
日
本
全
国
を
修
行
す
る
者

で
夜
が
明
け
た
ら
、
冨
士
浅
間
大
菩
薩
に
向
け
て
旅
立
つ
と
告
げ
た
。
翌
日
、
老
人

は
旅
に
出
た
が
約
半
年
後
に
戻
っ
て
き
た
。
宿
の
主
は
佐
久
麻
呂
と
い
い
、
老
人
に

こ
の
地
は
神
を
祀
っ
て
い
な
い
の
で
お
迎
え
し
て
祀
り
込
ん
で
頂
き
た
い
と
願
っ

た
。
老
人
は
社
を
作
り
「
木
火
土
金
水
」
の
五
神
を
勧
請
し
て
祀
り
方
も
教
え
て
く

れ
、
農
耕
の
守
護
神
な
の
で
大
切
に
祀
る
よ
う
に
と
告
げ
た
。
こ
れ
が
、
現
在
の

「
四よ
お
も
て面

様
」「
天て
ん

伯ぱ
く

様
」
で
、
社
は
大
木
の
も
と
で
野
天
で
あ
っ
た
）
25
（

。
そ
し
て
、
荷
物

か
ら
奇
妙
な
形
の
石
を
取
り
出
し
て
、
冨
士
の
お
山
か
ら
持
っ
て
き
た
と
い
っ
た
）
26
（

。

佐
久
麻
呂
は
自
分
の
先
祖
は
京
で
宮
仕
え
を
し
て
い
た
が
、
悪
臣
に
貶
め
ら
れ
て
こ

の
地
に
逃
れ
て
き
た
と
話
す
と
、
一
緒
に
京
へ
上
ら
な
い
か
と
勧
め
ら
れ
て
、
京
都

に
上
っ
た
。
老
人
は
、
宮
廷
の
儀
式
や
神
社
仏
閣
の
儀
式
を
見
せ
、
最
後
に
賀
茂
神

社
で
竈
を
築
き
湯
立
を
行
う
儀
式
を
見
て
こ
れ
を
覚
え
さ
せ
た
。
見
る
べ
き
も
の
を

み
て
帰
郷
と
い
う
時
、
老
人
は
男
山
八
幡
を
分
霊
し
て
主
宰
神
に
せ
よ
と
い
い
、
五

個
の
面
を
持
ち
き
た
っ
て
、
勧
請
し
た
社
に
納
め
て
湯
立
の
式
で
祀
れ
ば
よ
い
と
い

い
、
老
人
は
正
体
を
明
か
し
て
「
熊
野
本
宮
の
仙
人
」
だ
と
名
乗
っ
た
。
佐
久
麻
呂

は
帰
郷
し
て
男
山
八
幡
を
正
八
幡
と
し
て
祀
り
、
五
個
の
面
を
納
め
て
神
前
に
竈

を
築
い
て
湯
立
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
佐
久
麻
呂
の
先
祖
が
元
は
宮
廷
に
仕
え
て
い

た
と
い
う
縁
で
、
村
の
娘
を
年
毎
に
一
人
二
人
と
舎と
ね
り人
采う
ね
め女
と
し
て
京
に
上
ら
せ
、

儀
式
を
見
覚
え
さ
せ
て
帰
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
に
神
社
の
位
が
上
が

り
、
官
位
が
必
要
に
な
り
、
京
の
吉
田
殿
か
ら
神
主
た
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
子
孫
が
代
々
神
主
の
位
に
つ
く
こ
と
に
な
り
、
現
在
で
は
宮
元
と
呼
ば
れ
て
い

る
と
い
う
。
そ
の
後
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
に
初
め
て
正
式
な
湯
立
神
楽
を
執

行
し
、
神
面
の
舞
も
合
わ
せ
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
に
大
風

で
大
木
が
倒
れ
て
祠
が
破
損
し
、
大
宮
を
建
立
し
た
の
が
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）

で
、
そ
の
後
は
祭
は
宮
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う〔『
信
州
上
村   

霜

月
祭
』一
九
七
一
：
四
―
六
〕。
現
在
で
も
面
形
の
最
初
の
舞
で
あ
る
神
太
夫
の
爺
さ
ん

は
「
熊
野
仙
人
」
を
表
わ
す
と
さ
れ
、
四
面
と
天
伯
は
最
後
に
登
場
す
る
な
ど
、
祭

に
は
起
源
伝
承
の
再
現
の
様
相
が
あ
る
。
ま
た
、
天
伯
の
祠
に
は
「
熊
野
本
宮
の
仙

人
」
が
冨
士
山
か
ら
持
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
牛
か
羊
の
形
の
よ
う
な
石
（
溶
岩
か
）

を
ご
神
体
と
し
て
祀
り
、「
金
王
」
と
も
さ
れ
る
（
一
説
で
は
男
山
か
ら
勧
請
）〔『
遠

山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
二
五
〕。
併
せ
て
、
山
神
と
水
神
の
石
碑
を
二
基
祀
る
。

ま
た
、
地
主
神
で
最
古
の
祭
神
と
さ
れ
る
瀬
戸
神
は
、
背
戸
神
と
も
い
い
、
熊
野

仙
人
が
木
火
土
金
水
の
五
柱
と
共
に
祀
っ
た
と
い
う
。
瀬
戸
が
背
戸
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
後う
し
ろ
ど戸

の
神
」〔
服
部　

二
〇
〇
九
〕
に
近
づ
く
。「
熊
野
本
宮
の
仙
人
」

を
迎
え
入
れ
た
、
佐
久
麻
呂
の
子
孫
は
、
上
町
の
栗
下
七
軒
衆
と
し
て
近
年
ま
で
権

威
を
保
持
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
町
の
霜
月
祭
の
起
源
伝
承
は
、
現

在
の
祭
と
の
連
続
性
を
強
く
主
張
す
る
語
り
で
あ
る
。

こ
の
伝
承
は
、
異
人
歓
待
に
よ
る
祭
の
発
生
、
行
者
に
よ
る
神
勧
請
、
主
神
（
四

面
・
天
伯
）
の
面
の
由
来
、
湯
立
の
導
入
、
竈
と
湯
立
の
由
来
、
陰
陽
五
行
の
知
識

の
導
入
、
京
都
へ
の
参
上
と
下
向
、
吉
田
官
位
の
授
与
、
宮
元
の
由
来
、
野
外
か
ら

屋
内
へ
の
祭
へ
の
変
化
、
熊
野
信
仰
や
冨
士
浅
間
信
仰
と
の
繋
が
り
な
ど
を
語
る
。

想
像
と
記
憶
を
綯
い
交
ぜ
に
し
た
起
源
伝
承
で
あ
る
が
、
地
域
社
会
の
外
部
か
ら
の

働
き
か
け
、
特
に
修
験
と
見
ら
れ
る
行
者
に
よ
る
外
来
の
知
識
と
儀
礼
実
践
が
ど
の

よ
う
に
地
元
に
定
着
し
、
祭
と
し
て
根
付
か
せ
て
現
在
に
至
っ
た
か
を
語
り
、
歴
史

と
伝
承
の
連
続
性
を
主
張
し
て
、
現
在
の
霜
月
祭
の
存
続
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
上
町
で
は
、
竈
は
天あ
め
つ
ち地
陰
陽
を
表
し
、
一
の
釜
は
石
清
水
八
幡
で
先せ
ん
し祀
、
二
の

釜
は
鶴
岡
八
幡
で
後こ
う
し祀

と
さ
れ
、
西
方
（
京
都
）
と
東
方
（
鎌
倉
）
を
向
く
よ
う
に

作
る
）
27
（

。
起
源
伝
承
に
由
来
す
る
石
清
水
八
幡
（
男
山
）
と
、
荘
園
領
主
の
守
護
神
で
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あ
る
鶴
岡
八
幡
（
鎌
倉
）
の
両
八
幡
の
合
祀
で
あ
り
、
公
家
と
武
家
の
歴
史
の
融
合

を
見
る
よ
う
で
も
あ
る
。
竈
は
祭
場
の
中
央
に
あ
っ
て
、
宇
宙
全
体
を
象
徴
す
る
。

一
方
、
南
部
の
和
田
で
は
祭
は
来
訪
し
た
熊
野
の
芸
能
集
団
が
伝
え
た
と
さ
れ

る
）
28
（

。
た
だ
し
、
和
田
の
鎮
守
は
諏
訪
神
社
で
、
遠
山
谷
で
は
総
じ
て
八
幡
が
多
く
、

熊
野
神
社
で
霜
月
祭
を
行
う
の
は
上
道
木
の
み
で
あ
る
。
神
歌
で
は
熊
野
は
各
地
の

御
神
楽
で
う
た
わ
れ
、
例
え
ば
上
町
の
「
し
め
ひ
き
」
の
「
七
種
の
御
神
楽
」
で
、

「
熊
野
山
き
り
べ
の
王
子
梛
の
葉
を　

か
た
背
の
か
け
て
御
座
れ
請
ず
る　

伊
勢
の

国
よ
う
だ
の
森
は
む
鹿
は　

角
を
並
べ
て
御
座
れ
請
ず
る
」
と
伊
勢
と
共
に
歌
い
込

ま
れ
る
。「
切
目
の
王
子
」（
切
部
）
は
、
熊
野
九
十
九
王
子
の
一
つ
で
花
祭
で
は
主

神
で
あ
る
。
遠
山
で
は
八
幡
が
基
盤
で
あ
る
が
、
熊
野
や
伊
勢
は
社
は
な
く
と
も
、

信
仰
の
世
界
で
は
大
き
な
位
置
を
占
め
る
。
そ
も
そ
も
、
天
龍
川
中
流
域
、
特
に
遠

山
郷
に
大
規
模
な
湯
立
が
集
中
す
る
理
由
は
、
旧
領
主
な
ど
支
配
者
側
の
勧
請
し
た

八
幡
社
に
伴
う
湯
立
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
熊
野
―
伊
勢
―
諏
訪
を
行
き
交
う
旅
人

の
通
路
と
な
っ
て
各
地
の
信
仰
と
湯
立
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
修
験
系
の

熊
野
、
神
祇
系
の
伊
勢
、
更
に
諏
訪
）
29
（

と
八
幡
と
い
う
四
種
の
外
来
信
仰
の
各
々
に
湯

立
と
神
楽
が
取
り
込
ま
れ
、
神
仏
混
淆
を
基
本
に
し
て
、
在
地
神
の
祭
祀
と
複
雑
に

融
合
し
て
根
付
い
た
。
遠
山
霜
月
祭
の
神
観
念
は
、「
勧
請
神
＋
在
地
神
＋
自
然
の

諸
霊
」
で
構
成
さ
れ
、
近
世
に
は
遠
山
一
族
の
死
霊
が
「
人
格
神
」
と
し
て
加
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

❺
供
物
と
湯
立

起
源
伝
承
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
祭
の
知
識
や
技
法
は
外
来
か
ら
齎
さ
れ
た
と
し
て

も
、
地
元
へ
の
定
着
は
日
々
の
暮
ら
し
、
特
に
生
業
を
通
し
て
受
容
さ
れ
た
。
遠
山

郷
で
は
急
斜
面
の
山
腹
を
切
り
開
い
て
山
畑
を
作
り
、
麦
・
粟
・
稗
・
豆
・
蕎
麦
・

蒟
蒻
を
栽
培
し
、
か
つ
て
は
焼
畑
も
行
っ
て
い
た
）
30
（

。
米
は
余
り
と
れ
な
い
。
人
々
は

生
活
の
安
泰
・
豊
作
祈
願
を
主
に
、
個
人
的
に
は
病
気
直
し
を
願
っ
た
。
地
す
べ
り

や
地
震
、
日
照
り
や
洪
水
な
ど
の
自
然
災
害
が
多
く
、
自
然
の
猛
威
に
よ
る
不
慮
の

災
害
へ
の
対
処
は
、
神
仏
や
森
の
神
霊
に
祈
願
し
魔
物
を
鎮
圧
す
る
以
外
に
は
方
法

は
な
い
。
ひ
た
す
ら
「
願
」
を
掛
け
、
成
就
す
る
と
「
願
ば
た
き
」
の
湯
立
を
奉
納

し
て
信
頼
が
維
持
さ
れ
た
。
担
い
手
は
男
性
で
、
参
加
は
村
人
の
義
務
で
あ
り
、
通

過
儀
礼
の
様
相
を
持
つ
。
遠
山
霜
月
祭
は
、
年
中
行
事
の
収
穫
祭
に
、
危
機
対
応
に

関
わ
る
「
願
ば
た
き
」
が
加
わ
り
、「
年
中
行
事
＋
通
過
儀
礼
＋
危
機
儀
礼
」
で
成

立
し
て
い
る
。

霜
月
祭
は
、
秋
の
収
穫
物
を
神
々
に
献
じ
神
人
共
食
す
る
祭
で
あ
る
が
、
神
霊

と
の
交
流
に
欠
か
せ
な
い
特
別
な
供
物
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
キ
シ
メ
（
生
酒

女
）、
御お
し
ろ白
餅も
ち
（
オ
ヒ
ヤ
シ
）、
御ご
ぜ
ん膳
（
御
撰
）
の
三
種
で
、
両
親
が
揃
っ
た
不
浄
の

な
い
男
性
が
作
る
役
に
あ
た
る
。
い
ず
れ
も
、
遠
山
郷
で
は
貴
重
な
米
か
ら
作
ら
れ

る
）
31
（

。
こ
の
う
ち
で
も
、
甘
酒
の
キ
シ
メ
が
重
視
さ
れ
、
霜
月
一
日
（
現
行
は
一
二
月

一
日
）
は
キ
シ
メ
の
仕
込
み
で
、
新
穀
の
米
で
醸
す
。
キ
シ
メ
は
「
神
の
乳
」
と
も

言
わ
れ
、
特
別
の
供
物
で
あ
る
。
そ
の
仕
込
み
は
錐き

り
火
が
本
来
で
、
程
野
で
は
こ

の
慣
行
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
キ
シ
メ
は
上
町
で
は
冨
士
天
伯
社
の
前
の
「
天
伯
様

の
前
庭
」
で
米
を
炊
き
、
麹
を
混
ぜ
て
甕
に
仕
込
ん
で
作
る
。
御
白
餅
は
シ
ト
ギ
か

ら
作
る
丸
い
重
ね
餅
で
、
不
浄
の
な
い
男
性
が
宵
祭
の
晩
に
水
で
洗
っ
た
米
一
升
を

ザ
ル
に
入
れ
て
お
き
、
本
祭
の
朝
に
石
臼
で
ひ
い
て
二
五
個
作
る
。「
お
白
餅
と
申

る
は
天
の
八
乙
女
が
つ
き
し
餅
な
り
」
と
も
い
い〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：

一
一
二
〕、
特
別
視
さ
れ
る
。
シ
ト
ギ
は
在
地
の
古
い
神
霊
へ
の
供
物
と
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
御
膳
と
呼
ば
れ
る
ご
飯
作
り
は
、
や
は
り
両
親
が
揃
っ
た
不
浄
の
な

い
男
性
が
担
当
で
、
本
祭
の
朝
に
社
殿
の
外
の
「
天
伯
様
の
前
庭
」
で
米
一
升
を
炊

く
。
キ
シ
メ
と
御
膳
を
こ
の
場
所
で
作
る
理
由
は
、
最
も
清
浄
な
庭
だ
か
ら
と
さ

れ
、
野
外
に
祀
ら
れ
て
宮
を
守
護
す
る
神
や
地
主
神
の
加
護
を
得
る
。
根
源
的
な
在

地
の
神
へ
の
捧
げ
物
の
意
味
合
い
が
あ
り
、
古
い
様
式
を
残
す
と
見
ら
れ
る
。

供
物
を
献
呈
す
る
の
は
「
役
湯
」
と
い
う
重
要
な
湯
立
の
時
で
あ
る
。「
役
湯
」

で
は
禰
宜
を
中
心
に
五
大
尊
を
勧
請
し
て
四
方
中
央
の
五
方
を
結
界
し
て
魔
障
を
除
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く
。
五
大
尊
の
呪
文
を
唱
え
、
印
を
結
び
、
神
の
舞
を
ま
う
。
上
町
で
は
「
役
湯
」

は
、
先
湯
（
七
立
）
の
う
ち
先
湯
一
（
湯
開
き
、
源
王
大
神
の
湯
）、
御
一
門
の
湯
、

鎮
め
の
湯
の
三
つ
で
、
池
大
明
神
の
湯
は
「
準
役
湯
」
と
さ
れ
る
）
32
（

（
表
1
）。「
役

湯
」
で
は
禰
宜
を
中
心
に
五
大
尊
を
勧
請
し
て
四
方
中
央
の
五
方
を
結
界
し
て
魔
障

を
除
く
。
五
大
尊
の
呪
文
を
唱
え
、
印
を
結
び
、
神
の
舞
を
ま
う
。
以
下
は
各
湯
立

に
共
通
の
「
湯ゆ
ぼ
く木

舞
」「
湯
殿
渡
し
」「
湯
召
し
」
へ
と
続
く
。
湯
蓋
を
取
る
時
は

「
子
に
臥
し
、
寅
に
起
き
、
卯
に
生
じ
、
せ
ん
さ
ら
さ
ら
と
煮
え
立
つ
お
湯
は
、
神

の
御
湯
な
り
」
と
時
の
経
過
と
共
に
湯
が
た
ぎ
る
願
い
が
籠
め
ら
れ
、
湯
木
で
掻
き

ま
わ
す
時
は
「
お
御
影
こ
そ
は
、
く
ん
も
と
昇
れ
」
と
唱
え
、
湯
を
召
し
た
神
仏
は

雲
と
な
っ
て
上
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
。
湯
は
人
格
化
さ
れ
て
天
上
へ
と
登
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

供
物
は
重
要
な
儀
礼
の
時
に
上
げ
ら
れ
、
内
容
は
決
ま
っ
て
い
る
。
上
町
で
は
先

湯
一
（
湯
開
き
）
の
時
に
は
「
御
膳
献
上
」
で
本
殿
・
旧
社
頭
・
天
伯
の
二
十
一
社

に
献
じ
、
御
一
門
の
湯
の
時
は
「
キ
シ
メ
上
げ
」
で
二
十
一
社
に
献
ず
る
。
献
上
の

時
刻
は
「
子
の
刻
」
と
決
ま
っ
て
い
た
。
キ
シ
メ
献
上
の
唱
え
言
は
「
神
も
し
る
神

は
も
ら
さ
で
き
こ
し
め
せ　

み
も
す
ず
川
の
清
き
甘
酒
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
御
白

餅
上
げ
」
は
「
神じ
ん
ち
ょ
う帳
」（
神じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

名
帳
）
の
時
で
、
覆
面
し
た
禰
宜
が
二
十
一
社
に

献
じ
、
そ
の
後
に
「
申
上
」
と
な
る
）
33
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。
上
町
で
の
大
役
は
、
お
白
餅
、
キ
シ
メ
、
神

帳
、
申
上
、
湯
の
上
飾
り
で
、
こ
れ
に
当
た
る
と
面
役
な
ど
他
の
役
は
免
除
さ
れ
る

と
さ
れ〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
一
七
〕、
神
事
で
の
特
殊
な
供
物
の
重
要

度
が
わ
か
る
。
ま
た
、
キ
シ
メ
、
御
白
餅
、
御
膳
の
三
種
と
同
様
に
、
御
神
酒
あ
げ

も
重
要
で
、
本
祭
（
古
典
祭
）
で
「
座ざ

揃ぞ
ろ

え
の
御
神
酒
」
と
し
て
献
じ
る
。
そ
の
後

の
「
役
湯
」
に
先
立
っ
て
御
神
酒
あ
げ
を
行
う
。
先
湯
の
前
に
「
湯
開
き
一
升
」、

御
一
門
の
湯
の
前
に
「
御
一
門
一
升
」、
鎮
め
の
湯
の
前
に
「
鎮
め
一
升
」
で
、
重

要
な
供
物
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
神
霊
へ
の
献
饌
と
そ
の
後
の
共
同
飲
食
を
通
じ
て

神
霊
と
人
間
の
双
方
の
霊
威
を
向
上
さ
せ
て
い
る
。

和
田
で
は
、
立
願
者
は
神か
み
こ子

入
り
の
式
と
舞
の
後
に
、
神
前
で
御
神
酒
を
頂
い
た

〔『
南
信
濃
村
史
』一
九
七
六
：
六
〇
九
〕。
こ
の
時
に
「
神
の
子
」
に
な
っ
た
青
年
子
女

が
飲
む
キ
シ
メ
は
、「
神
の
乳
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う〔
近
藤
一
九
三
六
：
七
一
〕。
神

の
子
供
と
な
っ
て
丈
夫
に
な
り
、
養
育
さ
れ
る
時
に
飲
ま
さ
れ
る
乳
で
あ
り
、
新
穀

で
醸
し
た
キ
シ
メ
を
飲
む
こ
と
が
「
神
の
子
」
に
な
る
条
件
で
、
身
体
堅
固
が
約
束

さ
れ
た
）
34
（

。「
生
酒
女
」
と
い
う
漢
字
の
当
て
字
は
女
性
の
子
育
て
を
連
想
さ
せ
、
生

命
を
宿
す
酒
の
意
味
も
含
意
さ
れ
る
。

供
物
は
神
と
人
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
り
）
35
（

、
重
要
な
湯
立

の
「
役
湯
」
に
あ
た
っ
て
供
物
を
献
膳
す
る
こ
と
は
、
収
穫
を
神
仏
の
恵
み
と
感

じ
、
感
謝
す
る
と
共
に
明
く
る
年
の
豊
作
を
祈
念
す
る
強
い
願
い
が
籠
め
ら
れ
て
い

た
。
上
町
で
は
献
饌
の
作
法
が
特
別
に
厳
格
で
あ
る
。

遠
山
霜
月
祭
は
外
来
の
儀
礼
と
接
合
し
、
湯
立
は
そ
の
痕
跡
が
色
濃
い
が
、
供
物

に
は
土
地
神
を
祀
る
在
地
の
信
仰
が
残
り
続
け
た
。
外
来
と
在
地
の
結
合
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
供
物
と
湯
立
は
密
接
に
連
関
し
、
共
に
神
霊
と
の
交
流
の
核
心
で
あ

る
。
仏
教
儀
礼
は
在
地
の
儀
礼
に
深
く
入
り
込
み
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
。

❻
山
と
竈
と
土
公
神

天
龍
川
中
流
域
の
湯
立
神
楽
の
祭
場
の
特
徴
は
、
湯
釜
の
周
囲
を
土
造
り
に
し
た

竈
で
）
36
（

、
遠
山
の
上
町
の
場
合
は
、
竈
は
毎
年
新
た
に
作
り
直
す
。
竈
の
土
は
、
周
囲

の
山
の
う
ち
、
そ
の
年
の
「
明
き
の
方
」、
つ
ま
り
恵え
ほ
う方

に
あ
た
る
所
か
ら
取
る
。

八
本
の
松
生
木
は
八
つ
の
尾
根
を
越
え
て
取
っ
て
く
る
。「
竈か
ま
ぬ塗

り
」
は
祭
の
前
日

に
行
い
、
釜
に
恵
方
か
ら
取
っ
た
松
の
竈
柱
を
「
八
字
」
形
に
打
ち
込
み
、「
八
紘

の
栄
」
を
意
味
す
る
。
八
は
聖
数
と
し
て
象
徴
的
に
竈
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
。
土

を
練
っ
て
二
基
の
湯
釜
を
安
定
さ
せ
て
築
く
。
恵
方
か
ら
と
っ
た
釜
土
は
一
年
の
月

数
分
と
し
、
土
玉
は
一
年
の
日
数
分
を
作
る
。
藁
は
天
の
二
十
八
把
で
天
の
二
十
八

宿
を
表
し
、
三
十
六
切
れ
は
地
の
三
十
六
禽
を
表
す
。
竈
縄
は
十
二
月
・
十
二
支
・

天
地
日
月
・
七
曜
九
曜
・
二
十
八
宿
と
観
念
す
る
。
祭
場
の
竈
は
「
山
」
に
見
立
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て
ら
れ
る〔『
遠
山
霜
月
祭
の
世
界
』二
〇
〇
六
：
四
四
。『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：

一
九
―
二
〇
〕。
竈
と
「
湯
の
上
飾
り
」
を
総
称
し
て
「
湯
殿
」
と
い
い
、
様
々
な

造
形
が
集
う
。「
湯
の
上
飾
り
」
は
、
湯
男
、
湯
女
（
湯
雛
）、
日
月
、
人ひ
と
が
た形

、
八
ツ

橋
、
花
、
千
道
、
ひ
さ
げ
（
火
提
げ
）、
か
い
だ
れ
か
ら
な
り
）
37
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、
こ
れ
ら
の
切
紙
を

総
称
し
て
「
十と
く
さ
の
か
ん
だ
か
ら

種
神
宝
」
に
あ
た
る
と
い
う
。
内
容
は
、
沖
津
鏡
・
辺
津
鏡
・
八

束
の
剣
・
生
く
る
魂
・
足
る
魂
・
ち
が
え
し
の
魂
・
死
返
し
の
魂
・
蜂
の
比ひ

れ礼
・
大

蛇
の
比
礼
・
く
さ
ぐ
さ
の
比
礼
と
さ
れ
る
。
五
間
四
方
の
舞
処
に
注
連
縄
を
は
り
、

各
柱
に
榊
を
た
て
、
本
祭
の
朝
に
米
と
豆
を
半
紙
で
包
ん
だ
「
湯
ふ
ぐ
り
」
を
つ
け

「
生
く
る
魂
」
を
表
す
。
切
紙
に
は
、
生
命
力
の
増
進
、
再
生
の
願
い
を
籠
め
、
男

女
の
交
合
を
連
想
さ
せ
、
陰
嚢
を
示
す
な
ど
性
的
な
意
味
が
あ
り
、
蛇
の
比
礼
に
は

生
殖
力
を
祈
念
す
る
様
相
も
あ
る
。
竈
と
湯
の
上
飾
り
を
中
心
と
す
る
祭
場
に
は
、

時
間
と
空
間
、
天
体
の
動
き
が
凝
結
し
て
封
じ
込
め
ら
れ
る
。
宇
宙
の
根
源
を
生
成

し
、
自
然
の
精
髄
を
取
り
込
ん
で
、
生
命
力
の
源
泉
と
す
る
。

下
栗
の
場
合
は
、
湯
釜
の
上
方
に
あ
る
煙
出
し
の
棟
木
に
「
三さ
ん
だ
い
や
ま

大
山
」
と
呼
ば
れ

る
幣
束
二
本
を
交
差
さ
せ
て
切
り
は
や
し
に
通
し
、
階
だ
れ
を
つ
け
た
も
の
を
二
組

取
り
付
け
る
。
こ
の
中
間
か
ら
「
十
六
天
」
と
呼
ぶ
タ
レ
を
つ
け
、
そ
の
上
部
に
大

天
狗
（
火
の
王
）・
小
天
狗
（
水
の
王
）
と
い
う
名
称
の
「
土
玉
」（
藁
す
さ
入
り
）

を
二
個
取
り
付
け
る
。
こ
の
土
玉
は
か
つ
て
は
太
夫
が
密
か
に
作
り
、
氏
子
は
中
身

を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
祭
場
の
中
央
の
上
部
に
あ
っ
て
、
全
て
の
運
行
を
見
守

る
天
狗
は
山
の
神
で
も
あ
っ
た
。
火
の
王
と
水
の
王
は
、
面
形
の
舞
で
は
日
天
・
月

天
と
し
て
出
現
し
（
宮
元
と
太
夫
が
被
る
）、
数
珠
揉
み
、
印
を
結
び
（
内
獅
子
・

外
獅
子
）、
湯
と
火
を
鎮
め
る
呪
文
を
唱
え
、
九
字
を
切
る
（
実
際
は
四
字
）。
か
つ

て
は
各
々
が
「
火
せ
め
」「
水
せ
め
」
を
行
い
、「
水
の
印
」「
火
の
印
」
を
結
ん
だ

と
い
う〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
三
四
八
〕。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
根
源
に
土
、

大
地
の
力
が
あ
り
、
自
然
の
力
を
形
象
化
し
、
人
々
と
戯
れ
、
加
護
を
得
る
こ
と
で

願
い
が
成
就
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
竈
の
土
に
宿
る
地
霊
は
、
土ど
く
う
じ
ん

公
神
と
も
な
さ
れ
た
。
土
公
神
は
元
々
は
陰

陽
道
の
神
で
、
芸
能
と
の
接
合
は
中
世
に
遡
る
。
中
世
の
伊
勢
猿
楽
は
古
代
の
法
会

で
呪
術
的
作
法
を
主
宰
し
た
「
呪し
ゅ
し師

座
」
の
伝
統
を
伝
え
て
い
た
が
、
文
書
に
残
る

方
固
め
の
祭
文
は
、
結
界
し
て
芸
能
の
場
に
東
西
南
北
中
の
五
龍
王
を
勧
請
し
悪
霊

を
封
殺
す
る
内
容
で
あ
る
）
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。
五
龍
王
の
祭
文
の
五
方
は
、
五
行
思
想
と
習
合
し
、
各

方
位
の
神
が
五
人
の
王
子
と
し
て
人
格
化
さ
れ
、
争
い
を
へ
て
調
停
の
後
に
、
最
後

に
中
央
の
黄
色
で
土
に
あ
た
る
五
郎
の
王
子
、
即
ち
土
公
神
と
し
て
鎮
ま
り
祀
ら
れ

る
と
い
う
土
公
祭
文
へ
と
転
換
し
た
）
39
（

。
し
か
し
、
三
信
遠
で
は
中
央
に
祀
ら
れ
る
神

は
五
郎
の
姫
宮
と
し
て
女
性
化
さ
れ
る
。
山
―
土
―
土
公
神
―
五
行
―
五
郎
の
姫
宮

―
五
龍
王
と
い
う
連
鎖
で
、
大
地
や
地
下
に
わ
だ
か
ま
る
龍
も
地
神
と
観
念
さ
れ
て

土
公
神
と
習
合
し
た
）
40
（

。
根
源
に
あ
る
の
は
「
土
」
と
「
水
」
の
合
体
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
山
に
代
表
さ
れ
る
大
地
の
力
を
引
き
出
し
て
身
体
化
し
、
土
や
水
や

火
の
力
を
統
御
す
る
役
割
は
、
験
力
や
法
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
修
験
や
密
教
僧
に
委

ね
ら
れ
、
仏
教
儀
礼
を
取
り
込
ん
で
執
行
さ
れ
た
。
龍
神
や
龍
王
の
勧
請
に
よ
る
雨

乞
い
や
止
雨
の
祈
念
は
、
修
験
や
密
教
僧
が
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
。
上
町
で
は
、
湯

を
統
御
す
る
湯
木
を
禰
宜
に
渡
す
時
に
、「
天
界
龍
王
、
地
界
龍
王
、
中
段
国
龍
王

と
敬
っ
て
申
す
」
と
唱
え
、
水
神
と
し
て
勧
請
す
る
。
土
公
神
の
祭
場
は
五
行
や
五

方
位
の
結
界
が
な
さ
れ
、
勧
請
さ
れ
る
五
龍
王
や
土
公
神
は
五
大
明
王
（
五
大
尊
）

が
統
御
す
る
。
結
界
作
法
が
在
地
の
儀
礼
に
転
換
す
る
時
、
農
耕
の
基
本
は
土
と
水

で
あ
る
か
ら
、「
土
の
神
」
の
土
公
神
と
、「
水
の
神
」
の
龍
と
の
結
合
は
容
易
で
あ

る
。
土
公
神
は
徐
々
に
農
耕
の
守
護
神
と
し
て
在
地
に
定
着
し
、
家
の
中
で
は
土
塗

り
の
ク
ド
に
祀
ら
れ
る
竈
神
と
習
合
し
て
「
火
の
神
」
の
荒
神
と
も
な
る
。
遠
山
は

か
つ
て
は
焼
畑
農
業
が
盛
ん
で
、
危
険
を
伴
う
山
作
業
で
「
火
の
神
」
は
重
視
さ
れ

た
。
ま
た
、
町
場
で
の
火
事
を
予
防
す
る
願
い
も
「
火
の
神
」
の
信
仰
に
こ
め
ら
れ

た
。奥

三
河
の
花
祭
の
湯
立
で
は
、
祭
場
の
中
央
に
土
塗
り
の
竈
を
築
い
て
湯
釜
に
湯

を
沸
か
し
、
祭
場
を
「
山
」
と
観
念
し
、
神
仏
の
座
所
と
し
て
、
榊
鬼
は
「
山
立

て
」
の
作
法
を
行
う
。
最
後
に
行
わ
れ
る
「
鎮
め
」
の
足
踏
み
の
反へ
ん
ば
い閇

で
は
「
盤
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古
・
大
王
・
堅
牢
・
地
神
・
王
」
と
踏
ん
で
土
公
神
を

祀
る
。「
大
王
」
は
「
大
宝
」
と
も
書
き
、
大
地
の
宝

で
あ
る
豊
饒
性
を
喚
起
す
る
。
一
方
で
、
悪
霊
を
踏
み

鎮
め
る
意
味
も
あ
る
。
祭
場
の
「
山
」
は
自
然
の
形
象

化
で
あ
る
が
、
修
験
道
で
は
金
剛
界
と
胎
蔵
界
の
曼
荼

羅
と
観
想
し
、
特
に
胎
蔵
界
と
見
な
さ
れ
る
と
（
熊

野
は
胎
蔵
界
）、
生
命
の
根
源
で
あ
る
女
性
の
胎
内
や
、

作
物
を
生
み
出
す
大
地
の
豊
穣
性
に
通
じ
、
竈
―
土
―

土
公
神
―
山
―
胎
蔵
界
―
女
性
の
胎
内
と
い
う
観
念
連

合
が
生
じ
る
。
土
公
神
は
中
央
に
鎮
ま
り
、
堅
牢
地
神

と
同
体
と
さ
れ
た
。
宇
宙
の
創
造
神
の
盤
古
大
王
は
、
土
公
祭
文
で
は
、
生
前
に
四

人
の
王
子
が
い
て
時
空
間
を
分
割
し
て
均
分
に
相
続
し
た
が
、
天
上
に
去
っ
た
後
に

妃
宮
が
生
ん
だ
五
郎
の
王
子
が
兄
の
四
人
の
王
子
と
所
務
を
巡
っ
て
争
い
、
最
後
は

調
停
役
（
博
士
）
に
よ
っ
て
、
四
人
が
春
夏
秋
冬
、
東
南
西
北
を
と
り
、
五
郎
の
王

子
が
四
季
の
「
土
用
」
を
十
八
日
ず
つ
分
与
さ
れ
、
四
土
用
の
神
と
し
て
中
央
に
地

霊
の
土
公
と
し
て
祀
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
天
龍
川
中
流
域
の
霜
月
祭
で
は
、
中
央
に

位
置
し
五
行
の
黄
色
に
あ
て
ら
れ
る
五
郎
の
王
子
は
、「
五
郎
の
姫
宮
」
と
し
て
女

性
化
さ
れ
、
大
地
の
豊
穣
性
が
重
視
さ
れ
る
。
遠
山
郷
で
は
「
五
郎
の
姫
宮
」
は
領

主
が
崇
敬
し
た
守
り
神
で
、
国
入
り
の
際
に
合
祀
し
た
と
も
い
い〔『
信
州
上
村　

霜

月
祭
』一
九
七
一
：
七
―
八
〕、
別
格
扱
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
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。
大
地
の
女
神
の
変
容
で

あ
ろ
う
。

湯
立
で
は
中
央
に
「
土
」
塗
り
の
竈
が
築
か
れ
、
土
公
神
が
祀
ら
れ
、
水
と
火
の

和
合
に
よ
る
湯
立
を
行
っ
て
清
め
と
再
生
が
願
わ
れ
る
。
水
は
祭
に
先
立
ち
「
水

迎
え
」
で
と
っ
て
き
た
特
別
の
水
を
使
う
。
水
と
土
、
火
や
水
を
重
視
す
る
背
景

に
は
、
焼
畑
や
狩
猟
を
営
み
、「
山
」
を
生
活
の
資
源
の
源
泉
と
し
て
生
き
た
人
々

の
暮
ら
し
が
あ
る
。
上
町
で
は
、
舞
の
中
で
「
山
を
め
ぐ
る
は
山
を
め
ぐ
み
て

敬う
や
ま
っ
て
も
う
す

白
」
と
い
う
言
い
立
て
が
あ
り
、「
神
の
舞
」（
産
土
の
舞
）
は
、
礼
式
―
五

方
―
お
山
―
ち
ら
し
（
一
周
）
―
舞
く
ず
し
（
五
方
―

お
山
―
ち
ら
し
）
と
展
開
し〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二

〇
〇
八
：
七
〇
〕、
舞
の
焦
点
は
山
に
あ
る
。
祭
に
は
多

様
な
神
霊
が
面
形
の
舞
と
し
て
登
場
し
、
人
々
と
神
霊

が
一
体
と
な
る
。
面
形
の
舞
は
、
神
太
夫
、
八
社
の

神
、
末
社
の
神
、
四
面
、
天
伯
で
構
成
さ
れ
、
四
面
は

土
王
・
水
王
、
木
王
・
火
王
天
伯
は
金
王
で
、
五
行
に

あ
て
は
め
ら
れ
る
。
五
行
は
観
念
的
過
ぎ
る
が
、
天
地

万
物
全
て
を
祀
る
こ
と
で
、
根
源
に
は
大
地
の
再
生
と

豊
穣
の
願
い
が
あ
る
。

最
後
に
登
場
す
る
天て
ん
ぱ
く伯

は
「
冨
士
天
伯
」
と
も
い
い
山
と
縁
が
深
い
。
上
町
で
は

社
殿
の
外
に
祠
が
あ
り
、
水
神
と
山
神
も
合
わ
せ
祀
ら
れ
て
い
る
。
宵
祭
と
本
祭
の

二
度
、
旧
社
頭
本
社
と
冨
士
天
伯
社
に
「
あ
げ
の
さ
」
と
し
て
小
幣
を
供
え
、
引
き

続
い
て
冨
士
天
伯
社
の
前
庭
に
「
お
わ
き
）
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」
を
立
て
て
神
勧
請
を
す
る
。
祭
の
始
ま

り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
長
い
祭
が
極
点
に
達
し
た
「
面
形
の
舞
」
の
最
後
に
天
伯
が

面
を
つ
け
て
登
場
す
る
。
火
伏
せ
と
湯
切
り
で
湯
玉
を
飛
び
散
ら
せ
、
特
別
な
力
を

誇
示
し
、
弓
を
つ
が
え
て
四
方
を
結
界
し
、
最
後
に
中
央
で
矢
を
放
っ
て
魔
物
を
追

い
祓
い
、
森
羅
万
象
を
鎮
め
て
荒
ぶ
る
も
の
を
懐
柔
す
る
（
図
2
）。
そ
し
て
、
面

を
つ
け
た
ま
ま
、「
叶
」
の
文
字
を
顔
を
動
か
し
て
宙
に
書
く
。「
叶
う
」
と
い
う
こ

と
は
遠
山
霜
月
祭
の
重
要
な
目
的
で
、
全
て
の
願
い
の
成
就
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
天
伯
は
世
襲
で
伝
え
ら
れ
る
大
役
で
、
究
極
の
「
山
の
差
配
者
」
の
様
相
を

持
つ
。

一
方
、
花
祭
で
は
願
い
が
「
山
の
神
」
を
形
象
す
る
榊
鬼
に
集
約
さ
れ
、
最
後
の

湯
囃
子
へ
収
斂
し
、
清
め
の
作
用
を
宇
宙
へ
と
拡
大
す
る
。
最
後
の
「
鎮
め
」
で

は
、
花
太
夫
が
、
龍
王
や
、
水
の
王
・
火
の
王
な
ど
の
面
を
被
り
、
荒
神
と
土
公
神

を
鎮
め
天
伯
を
送
る
。
何
が
究
極
の
「
山
の
差
配
者
」
と
な
る
か
、
地
域
に
よ
り
位

置
付
け
が
異
な
る
。
し
か
し
、
根
源
に
は
、「
山
」
と
人
間
が
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ

図2　天伯の舞
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う
か
と
い
う
生
活
の
要
請
が
願
い
と
し
て
表
出
す
る
。

❼
五
大
尊
法
と
不
動
明
王

遠
山
霜
月
祭
で
は
勧
請
と
結
界
の
作
法
や
呪
文
が
重
視
さ
れ
、「
役
湯
」
と
呼
ば

れ
る
重
要
な
湯
立
で
は
、
五
大
明
王
を
勧
請
す
る
五
大
尊
法
が
行
わ
れ
る
。
上
町
・

下
栗
・
木
沢
で
は
、
禰
宜
が
五
大
尊
の
印
呪
を
結
ぶ
。
禰
宜
は
中
郷
・
下
栗
で
は
全

て
の
湯
立
に
数
珠
を
持
っ
て
対
応
す
る
。
上
町
で
は
数
珠
を
揉
ん
で
煩
悩
を
滅
却
す

る
の
は
「
鎮
め
の
湯
」
の
時
だ
け
で
あ
る
（
図
3
）。
そ
の
次
第
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
七
四
―
七
五
〕。
禰
宜
は
左
手
首
に
数
珠
を

か
け
、
新
た
に
拝
領
し
た
紙
緒
の
草
履
を
は
い
て
竈
の
正
面
の
茣
蓙
に
着
座
す
る
。

御
拝
領
の
扇
を
開
い
て
鈴
を
鳴
ら
し
、
塩
祓
い
で
身
を
清
め
る
。
火
打
を
両
手
に

持
っ
て
「
釜
清
め
」
の
呪
文
（
火
内
の
呪
文
）
を
唱
え
て
切
火
を
行
う
。
五
大
尊
の

印
を
結
び
、
呪
文
を
唱
え
る
。

謹き
ん
ぜ
い請

東
方
に
は
降ご
う

三ざ
ん
ぜ世

夜や
し
ゃ叉

明
王
と
申
し
、
木
の
玉
を
持
ち
て
前
に
立
ち
き

り
守
ら
せ
給
う

謹
請
南
方
に
は
軍ぐ
ん
だ荼
利り

夜や
し
ゃ叉
明
王
と
申
し
、
火
の
玉
を
持
ち
て
右
に
立
ち
き
り

守
ら
せ
給
う

謹
請
西
方
に
は
大だ
い
い
と
く

威
徳
夜や
し
ゃ叉
明
王
と
申
し
、
土
の
玉
を
持
ち
て
後
に
立
ち
き
り

守
ら
せ
給
う

謹
請
北
方
に
は
金こ
ん
ご
う剛

夜や
し
ゃ叉

明
王
と
申
し
、
金
の
玉
を
持
ち
て
左
に
立
ち
き
り
守

ら
せ
給
う

謹
請
中
央
に
は
大
日
大
聖
不
動
明
王
と
申
し
、
水
の
玉
を
持
ち
て
中
に
立
ち
き

り
守
ら
せ
給
う
。

そ
も
そ
も
頭こ
う
べに

は
白
金
や
黄
金
の
烏
帽
子
を
召
し
、
額
に
は
八
葉
蓮
華
の
花
を

さ
か
せ
、
目
に
は
百
分
の
日
月
を
宿
し
、
口
に
は
阿あ
う
ん呍

の
二
字
を
含
み
、
ア
ビ

ラ
ウ
ン
ケ
ン
の
掌
手
を
致
し
、
も
じ
を
結
ん
で
肩
に
な
げ
か
け
、
腰
に
お
お
ば

く
の
縄
を
七
重
に
巻
き
、
足
に
絹け
ん
ぱ
く帛

の
御み
く
つ靴

を
召
し
、
し
き
の
湯
を
ば
ふ
ま
え

し
め
た
ま
う
、
月
を
蓑
に
日
を
笠
に
星
を
集
め
て
鎧
と
な
す
、
火
の
中
通
れ
ど

燃
え
ざ
ら
ん
こ
と
、
水
の
中
通
れ
ど
も
ぬ
れ
ざ
ら
ん
こ
と
、
テ
ン
チ
ク
テ
ン
天

の
岩
戸
へ
見
え
立
ち
か
く
れ
ん
事

（
最
後
に
秘
密
の
唱
え
事
あ
り
）

袖
下
で
、
火
伏
せ
の
「
向
獅
子
の
印
（
伏
せ
獅
子
の
印
）」
を
結
ぶ
。
起
座
し
て

二
拍
手
一
拝
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
立
つ
。
こ
れ
以
後
、
同
様
の
所
作
を
移
動
し
て
七
座

で
繰
り
返
す
。
最
後
の
七
座
目
は
最
初
の
正
面
の
座
に
戻
る
。
こ
こ
で
五
大
尊
・
袖

下
の
印
の
後
に
九
字
を
切
る
。
右
手
で
斜
め
縦
横
に
九
字
を
切
る
が
、
現
在
は
五
字

で
と
め
る
。
つ
ま
り
、「
臨
、
兵
、
闘
、
者
、
皆
」
ま
で
で
、「
陣
、
烈
、
在
、
前
」

は
切
ら
な
い
。
九
字
の
後
で
数
珠
を
揉
み
な
が
ら
「
九
字
を
解
く
呪
文
」（
オ
ン
キ

キ
ャ
ラ
ハ
ラ
ハ
ラ　

フ
タ
ラ
ン
バ
ソ
ワ
カ　

バ
サ
ラ
ダ
シ
ャ
コ
ク
）
で
あ
る
。
こ
れ

で
五
大
尊
の
行
を
終
了
し
「
神
の
舞
」
を
、
礼
式
―
五
方
―
お
山
―
チ
ラ
シ
（
道
中

舞
一
周
）
―
舞
く
ず
し
の
順
に
舞
っ
て
終
了
す
る
。

五
大
尊
印
を
結
び
、
中
央
の
不

動
明
王
と
一
体
と
な
り
、
火
を
統

御
す
る
。
禰
宜
の
装
束
は
不
動
明

王
を
か
た
ど
り
、
頭
に
烏
帽
子
、

肩
に
縛
し
ば
り
縄な
わ
に
あ
た
る
湯
だ
す
き
、

腕
に
百
八
の
数
珠
、
手
に
八
握
剣

（
八
束
の
宝
剣
）
に
あ
た
る
湯ゆ
ぼ
く木

を
持
ち
、
湯
殿
の
前
で
九
字
を
切

り
、
呪
文
を
唱
え
、
湯
を
立
て
る

〔『
信
州
上
村　

霜
月
祭
』一
九
七
一
：

九
〕。
湯
釜
を
据
え
る
竈
は
「
護

摩
壇
」と
観
念
す
る
と
言
い
伝
え

ら
れ
る
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』

図3　五大尊印を結ぶ
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二
〇
〇
八
：
三
一
〕。
不
動
明
王
と
同
体
に
な
る
作
法
は
、
修
験
道
儀
礼
の
「
火
生
三

昧
」
の
民
間
へ
の
展
開
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
竈
に
施
さ
れ
た
陰
陽
五
行
説
の
適

用
と
も
相
俟
っ
て
、
修
験
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
、
あ
る
時
期
に
解
釈
を
施
さ
れ
た

と
見
ら
れ
る
。

上
町
の
結
界
作
法
で
は
、
塩
で
身
を
清
め
、
火
打
ち
で
新
た
な
火
を
起
こ
し
、
祓

幣
で
不
浄
を
祓
い
、
五
大
尊
を
五
方
に
勧
請
し
て
、
四
方
中
央
の
五
方
を
結
界
し
て

魔
障
を
除
き
、
袖
下
で
は
「
前
獅
子
の
印
」
を
結
び
、
火
伏
せ
を
祈
念
す
る
。
九
字

護
身
法
で
身
固
め
を
行
い
、
九
字
を
解
く
。
そ
し
て
、
最
後
は
神
の
舞
で
一
体
と

な
る
神
仏
混
淆
の
作
法
を
行
う
。
中
心
の
行
法
は
、
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
真
言
を

唱
え
、
大
日
如
来
の
教
令
輪
身
と
し
て
の
不
動
明
王
と
合
体
し
、
火
に
も
水
に
も
動

じ
な
い
身
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
禰
宜
は
「
水
の
玉
」
を
持
つ
不
動
明
王
と
一
体

に
な
り
火
を
統
御
す
る
と
い
う
遠
山
郷
の
独
自
の
解
釈
が
加
わ
る
。
五
大
尊
で
結
ぶ

「
独
鈷
の
印
」
は
、
薬
指
を
二
本
合
わ
せ
て
不
動
明
王
を
表
わ
し
、
他
の
指
で
四
方

の
明
王
を
か
た
ど
り
、
自
ら
は
中
央
の
不
動
明
王
と
一
体
化
す
る
と
観
念
す
る
。
湯

は
通
常
の
人
間
の
能
力
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
危
険
性
に
富
む
の
で
、
統
御
は
修

験
の
技
法
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
修
験
は
山
で
修
行
し
て
守
護
霊
を
獲
得
し
、
法

力
や
験
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
、
湯
立
作
法
は
切
紙
の
秘
伝
と
し
て
、
祈
雨
法
、
飛

行
法
、
剣
渡
法
、
陰
形
術
法
、
不
動
金
縛
法
、
火
生
三
昧
法
な
ど
と
同
様
に
伝
え
ら

れ
、
法
力
に
よ
る
特
別
な
効
果
が
期
待
さ
れ
た
。
禰
宜
は
、
修
験
の
知
識
と
実
践
を

在
地
の
儀
礼
と
混
淆
さ
せ
、
独
自
の
結
界
や
勧
請
の
作
法
を
作
り
上
げ
た
と
言
え

る
。五

大
尊
法
は
、
元
来
は
密
教
の
修
法
で
あ
る
が
、
両
部
神
道
や
修
験
道
の
影
響
が

加
わ
り
、
陰
陽
道
に
由
来
す
る
土
公
神
や
五
龍
王
の
結
界
作
法
を
包
摂
す
る
形
で
、

特
別
な
湯
立
に
対
し
て
適
応
さ
れ
た
。
湯
は
水
と
火
、
陰
と
陽
の
合
体
で
、
密
教
で

言
え
ば
、
金
剛
界
と
胎
蔵
界
の
金
胎
一
如
を
実
現
す
る
。
竈
を
山
と
見
立
て
、
曼
荼

羅
世
界
と
意
味
付
け
、
五
行
思
想
を
水
と
土
の
儀
礼
的
使
用
と
、
水
と
火
の
陰
陽
合

体
に
よ
る
湯
立
の
働
き
に
結
び
付
け
れ
ば
、
木
と
金
の
要
素
）
43
（

を
加
え
て
陰
陽
五
行
の

世
界
が
実
現
す
る
。
最
後
に
登
場
す
る
天
伯
は
五
行
で
は
金
に
充
当
さ
れ
、
黄
金
に

通
じ
る
豊
穣
を
も
た
ら
す
と
観
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
湯
立
の
中
核
で
あ
る
水
と
火
の

融
合
は
、
男
女
合
体
や
陰
陽
和
合
と
重
な
り
、
民
間
で
の
豊
穣
祈
願
や
作
物
の
豊
作

に
通
じ
る
。
仏
教
儀
礼
は
農
耕
儀
礼
と
融
合
す
る
の
で
あ
る
。
根
源
に
あ
る
大
地
の

再
生
の
祈
念
の
現
前
化
・
言
説
化
・
表
象
化
に
あ
た
っ
て
、
仏
教
儀
礼
は
絶
大
な
効

果
を
発
揮
し
た
。

❽
九
字
護
身
法

下
栗
の
場
合
は
、
神
仏
混
淆
の
度
合
い
が
強
ま
り
、
数
珠
を
ほ
ぼ
常
時
使
用
し
、

「
役
湯
」（
式
の
湯
、
天
王
の
湯
、
鎮
め
の
湯
）
で
は
、
湯
木
に
人
の
息
を
か
け
な
い

よ
う
に
覆
面
が
用
い
ら
れ
る
。
本
祭
の
初
め
の
「
座
揃
い
」
の
「
祓
い
」
で
は
、
塩

祓
い
、
祝
詞
、
神
言
、
一
切
成
就
祓
い
、
三
種
大
祓
い
、
天
地
一
切
清
浄
祓
い
、
六

根
清
浄
祓
い
の
後
に
引
き
続
い
て
、
般
若
心
経
が
唱
え
ら
れ
、
神
仏
混
淆
で
あ
る
。

中
郷
、
程
野
で
も
同
様
で
あ
り
、
上
町
と
は
微
妙
に
異
な
る
。
下
栗
で
は
湯
立
に
際

し
て
の
五
大
尊
法
は
オ
コ
ナ
イ
と
呼
ば
れ
、
修
行
の
意
味
が
強
い
。
こ
こ
で
は
禰

宜
よ
り
も
太
夫
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
、
各
人
が
ウ
シ
ロ
ガ
ミ
（
後
神
）
と
呼
ば
れ

る
守
護
神
を
持
っ
て
対
応
し
た
）
44
（

。
下
栗
の
場
合
、「
拝
礼
、
数
珠
揉
み
、
二
拍
手
一

拝
、
印
・
呪
文
の
繰
り
返
し
、
火
床
と
湯
の
清
め
、
九
字
」
と
い
う
作
法
で
印
呪
は

厳
格
に
行
う
。
最
初
は
獨
古
印
（
独
鈷
印
。
五
大
尊
）
を
結
ん
で
、「
謹
請
東
方
に

は
降
三
世
夜
叉
明
王
と
申
し
て　

木
の
玉
を
持
ち
て
前
に
立
ち
切
り
守
ら
せ
給
え
」、

火
の
鎮
め
の
呪
文
「
火
も
水
も　

水
皆
水
な
れ
ば
清
き
か
な　

ア
ブ
ラ
オ
ン
ケ
ン
ソ

ワ
カ
」、
富
士
の
氷
ぶ
せ
（
火
）
の
呪
文
「
八
重
の
氷
を
も
っ
て
七
重
の
火
を
消
す

　

ア
ブ
ラ
オ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
続
く
。
以
下
、
内
獅
子
印
、
南
方
軍
荼
利
夜
叉
明

王
、
火
の
玉
を
持
つ
。
火
の
鎮
め
の
呪
文
と
富
士
の
氷
ぶ
せ
（
火
）
の
呪
文
。
外
獅

子
印
、
西
方
大
威
徳
夜
叉
明
王
、
金
の
玉
を
持
つ
。
火
の
鎮
め
の
呪
文
と
富
士
の
氷

ぶ
せ
（
火
）
の
呪
文
。
日
輪
の
印
、
謹
請
北
方
金
剛
夜
叉
明
王
、
金
の
玉
を
持
つ
。
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火
の
鎮
め
の
呪
文
と
富
士
の
氷
ぶ
せ
（
火
）
の
呪
文
。
そ
の
後
に
、
中
央
大
日
大
聖

不
動
明
王
で
水
の
玉
を
持
つ
と
観
念
し
て
、
九
字
（
臨
兵
闘
者
皆
陣
烈
在
前
）
の
作

法
に
入
り
、
左
の
懐
で
剣
印
、「
こ
の
太
刀
と
申
す
は
…
」
の
呪
文
を
唱
え
、
右
手

で
剣
印
を
結
ん
で
四
字
を
、「
臨
・
兵
・
闘
」
は
左
下
・
右
下
・
左
下
へ
、
最
後
に

「
者
」
は
前
方
に
向
け
て
切
る
。
数
珠
繰
り
、
二
拍
手
、
一
拝
で
終
了
す
る
。
上
町

と
異
な
っ
て
九
字
の
作
法
は
「
四
字
」
で
止
め
る
。

オ
コ
ナ
イ
で
は
、
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
真
言
を
唱
え
、
五
大
明
王
を
勧
請
し
印
を

結
ん
で
結
界
す
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
九
字
護
身
法
は
実
際
に
は
前
半
の
四
字
（
臨

兵
闘
者
）
で
止
め
て
九
字
の
全
て
を
切
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
土
地
の

人
は
、
も
し
完
全
に
行
法
を
行
う
と
、
戻
す
力
の
な
い
者
は
永
遠
に
戻
れ
な
い
危
険

な
状
態
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
九
字
の
力
は
強
い
と
説
明
す
る
。
九
字
の
印
は
威

力
が
強
い
の
で
、
切
り
損
ね
た
り
、
解
き
方
を
知
ら
な
い
と
た
い
へ
ん
な
事
態
に
陥

る
と
い
う
。

九
字
を
全
て
切
ら
ず
、
途
中
で
止
め
る
と
い
う
手
法
は
、
遠
山
の
独
自
の
思
考
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
字
は
自
然
の
力
の
統
御
に
関
わ
る
が
、
人
間
は
不
完
全
な
統

御
力
し
か
発
揮
で
き
な
く
て
も
、
自
然
と
ほ
ど
よ
い
調
和
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
が
自
然
の
全
て
を
統
御
す

る
力
を
持
っ
た
ら
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
人
間
の
思
い
あ
が
り
に
待
っ

た
を
掛
け
る
知
恵
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
の
力
を
畏
怖
し
、
完
全
に
は
支
配
し

な
い
と
い
う
柔
軟
で
謙
虚
な
姿
勢
で
臨
め
ば
、
願
が
成
就
す
る
と
い
う
信
頼
関
係
に

満
ち
た
世
界
が
あ
る
。

地
震
、
大
洪
水
、
山
崩
れ
、
飢
饉
を
引
き
起
こ
す
自
然
界
の
力
に
畏
敬
の
念
を
持

ち
、
神
仏
に
す
が
り
調
和
と
包
摂
の
神
仏
混
淆
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
は
必
然
で

あ
っ
た
。
自
然
か
ら
の
体
験
知
に
学
ん
だ
修
験
や
密
教
の
技
法
や
知
識
が
、
宇
宙
全

体
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
は
有
用
で
あ
る
。
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
自
然
と
の
付
き
合

い
方
の
答
え
の
一
つ
が
、
火
と
水
の
操
作
に
関
わ
る
九
字
の
制
御
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

❾
立
願
と
湯
立

遠
山
郷
や
そ
の
周
辺
の
湯
立
神
楽
の
特
徴
は
、
豊
作
祈
願
を
祈
念
し
、
地
域
の
再

生
や
個
人
の
生
命
力
の
復
活
や
悪
疫
退
散
を
願
う
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
神
々
に
願

掛
け
の
「
立
願
」
を
し
て
、
願
が
叶
え
ば
「
願
ば
た
き
」
で
湯
立
を
奉
納
す
る
。
面

を
奉
納
す
る
慣
習
も
あ
り
、
奉
納
者
や
そ
の
家
族
が
永
代
に
わ
た
っ
て
面
を
つ
け
て

舞
う
こ
と
で
神
と
の
誓
い
の
証
し
と
し
た
。
子
々
孫
々
ま
で
「
願
」
に
よ
る
神
霊

と
の
結
び
つ
き
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
幼
い
子
が
生
死
の
境
を
彷
徨
っ
た
時
に
は

「
神か
み
こ子
」
の
願
を
掛
け
て
健
康
に
育
つ
こ
と
を
祈
り
、
無
事
回
復
し
て
十
三
歳
の
成

人
に
な
る
と
、
本
人
は
「
神
子
」
と
な
っ
て
一
生
涯
に
亙
り
祭
に
奉
仕
す
る
慣
行
が

あ
っ
た
。
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
一
人
前
に
な
っ
た
と
観
念
さ
れ
、
通
過
儀
礼
の

意
味
合
い
も
伴
う
。
た
だ
し
、「
神
子
」
の
願
掛
け
は
少
な
く
な
り
、
中
郷
で
一
九

八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
頃
に
行
わ
れ
た
の
が
最
後
で
、
現
在
で
は
掛
け
た
こ
と
に
し

て
「
神
子
立
願
帳
」
を
作
っ
て
、
神
子
上
げ
の
儀
礼
を
伝
承
し
て
い
る〔『
遠
山
霜
月

祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
一
七
五
―
一
七
六
）
45
（

〕。

願
が
叶
っ
た
時
の
最
も
大
き
い
「
願
ば
た
き
」
は
臨
時
祭
で
、「
宮
神
楽
」「
一い
っ

旗ぱ
た
」「
釜
換
え
」
と
い
い
、
霜
月
祭
の
全
て
の
内
容
を
再
度
、
願
主
の
負
担
で
や
り

直
す
も
の
で
、
個
人
で
や
る
と
身
上
を
潰
す
の
で
や
た
ら
に
か
け
て
は
い
け
な
い
と

さ
れ
、
禰
宜
や
親
族
は
勿
論
、
名
主
や
組
頭
の
立
会
い
の
も
と
で
「
願
帳
」
と
い
う

証
文
を
作
っ
た〔『
遠
山
霜
月
祭
の
世
界
』二
〇
〇
六
：
九
〇
〕。
天
災
や
飢
饉
な
ど
の
ム

ラ
全
体
の
危
機
に
際
し
て
も
掛
け
ら
れ
た
と
い
う
。
霜
月
祭
は
季
節
の
循
環
に
従
う

年
中
行
事
の
農
耕
儀
礼
の
要
素
と
共
に
、
個
人
や
共
同
体
の
危
機
を
克
服
す
る
臨
時

の
儀
礼
の
要
素
が
大
き
く
加
わ
っ
て
い
た
。

臨
時
に
願
を
か
け
る
方
式
は
、
遠
山
郷
以
外
で
も
、
富
山
村
大お
お
た
に谷

御み
か
ぐ
ら

神
楽
で
の

「
生
ま
れ
清
ま
り
」（
産う
ぶ
ぎ衣

引ひ
き

、
生
衣
引
）
46
（

）
や
、
天
龍
村
の
向
方
・
大
河
内
の
お
潔き
よ

め

祭
で
の
神
子
の
願
の
湯
立
の
「
生
ま
れ
っ
子
」
な
ど
南
信
濃
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
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る
。
奥
三
河
の
花
祭
で
は
花
の
舞
に
痕
跡
を
留
め
る
。
大
谷
の
「
産
衣
引
」
で
は

「
ち
は
や
ふ
る
神
の
世
つ
ぎ
に
生
ま
れ
き
て　

姿
を
変
え
て
神
を
請
じ
る
」「
人
の
子

は
産う
ま
れも

育
つ
も
知
ら
ね
ど
も　

今
こ
そ
な
る
よ
神
の
子
に
」
と
歌
わ
れ
、
村
人
の
心

情
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
坂
部
の
冬
祭
や
大
谷
の
御
神
楽
は
毎
年
の
祭
に
「
生
ま
れ

清
ま
り
」
の
一
部
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
小
さ
い
頃
か
ら
病
弱
な
子
供
の
場
合
、
親

は
神
仏
に
対
し
て
健
康
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
い
を
か
け
、
願
が
か
な
え
ば

「
神か
み
こ子

」
と
し
て
奉
仕
す
る
。「
生
ま
れ
清
ま
り
」「
神
子
」「
願
ば
た
き
」
な
ど
に
は

こ
の
地
で
生
き
る
人
々
の
生
き
ざ
ま
が
託
さ
れ
て
い
る
。
子
供
の
死
亡
率
が
高
か
っ

た
時
代
、
病
気
直
し
や
無
事
な
成
長
を
願
う
に
は
立
願
以
外
の
対
応
は
考
え
ら
れ

ず
、
真
剣
な
願
い
と
な
っ
た
。
遠
山
で
は
「
神
子
の
願
」
で
は
「
生
ま
れ
る
も
育
つ

も
知
ら
ぬ
人
の
子
を　

か
た
ぎ
ぬ
き
せ
て
神
の
子
に
す
る
」
と
神
歌
を
歌
い
、
不
安

定
な
子
供
の
い
の
ち
の
行
方
を
神
に
委
ね
た
）
47
（

。
遠
山
で
は
禰
宜
や
舞
子
は
「
水
干
」

と
い
う
白
木
綿
の
上
着
を
着
る
が
、
上
町
や
中
郷
で
は
襟
首
の
と
こ
ろ
に
イ
ヌ
ノ
ヘ

ラ
と
呼
ば
れ
る
三
角
形
の
布
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
赤
子
が
生
ま
れ
た
時
に
丈
夫

に
育
つ
よ
う
に
と
産
着
に
付
け
る
も
の
だ
と
い
う〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：

三
二
、一
四
〇
）
48
（

〕。
祭
の
衣
裳
を
産
着
と
し
て
禰
宜
や
舞
子
を
赤
子
に
見
立
て
る
と
い

う
感
覚
は
、
霜
月
祭
に
生
ま
れ
変
わ
り
を
託
す
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表

れ
と
も
言
え
る
。

立
願
の
中
核
に
湯
立
が
あ
り
、「
タ
マ
の
御
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
湯
の

動
き
や
湯
玉
に
生
命
力
の
現
れ
を
感
じ
取
り
、
身
体
を
再
生
さ
せ
た
り
、
新
た
な
生

命
を
誕
生
さ
せ
る
強
い
効
果
が
あ
る
と
信
じ
て
、
特
別
の
願
い
を
籠
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
湯
の
生
命
力
に
託
し
て
「
神
の
子
供
」
に
す
る
と
い
う
慣
行
に
そ
の
想
い
は
強

く
表
れ
て
い
る
。
湯
は
タ
マ
（
霊
魂
）
で
あ
り
、
振
り
か
け
ら
れ
る
と
新
た
な
霊
魂

を
宿
し
て
再
生
す
る
。
神
と
の
約
束
は
、
御
礼
に
奉
納
さ
れ
る
湯
立
の
奉
納
の
「
願

ば
た
き
」
で
確
証
さ
れ
、
独
自
の
互
酬
性reciprocity

で
支
え
ら
れ
る
。
西
欧
由

来
の
個
人
の
内
面
の
「
信
仰
」belief, faith

で
は
な
く
、「
信
頼
」reliance

の
信

で
あ
り
、
生
活
世
界
の
実
践
に
根
付
い
て
い
た
。
そ
れ
が
人
々
と
神
霊
と
自
然
の
微

妙
な
均
衡
と
動
態
を
支
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

10
死
霊
の
鎮
め
と
湯
立

遠
山
霜
月
祭
の
中
核
に
は
死
霊
の
鎮
め
が
あ
り
、
神
仏
混
淆
の
湯
立
で
対
応
す

る
。
上
町
の
伝
承
で
は
、
樹
下
の
小
祠
が
大
風
で
倒
壊
し
、
文
亀
二
年
（
一
五

〇
二
）
に
大
宮
を
建
立
し
て
、
正
八
幡
宮
、
五
郎
姫
宮
、
八
王
神
と
、
日
月
木
火
土

金
水
の
七
神
を
祀
り
湯
立
と
舞
を
奉
納
し
て
い
た
が
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に

遠
山
一
族
八
人
の
霊
を
合
祀
し
た
と
い
う
。
百
姓
一
揆
で
領
主
の
遠
山
家
一
族
の
八

人
が
殺
害
さ
れ
、
そ
の
後
、
疫
病
が
は
や
り
、
飢
饉
が
起
こ
っ
た
の
で
、
怨
霊
の
祟

り
を
畏
れ
て
八
人
の
霊
を
「
八
社
の
神
」
と
し
て
祀
っ
た
）
49
（

。
明
ら
か
に
御ご
り
ょ
う霊

信
仰

で
、
京
都
の
八
所
御
霊
と
習
合
し
、
前
に
祀
っ
て
い
た
八
王
神
に
取
っ
て
代
わ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
更
に
、
領
主
が
勧
請
し
た
八
幡
神
に
は
、
異
敵
退
散
や
武
神
の
様

相
が
あ
り
、
御
霊
鎮
め
を
託
し
た
と
も
見
ら
れ
る
。
上
町
の
場
合
、
竈
を
築
く
時
に

「
八
」
が
聖
数
と
し
て
多
用
さ
れ
、
八
本
の
松
生
木
は
八
つ
の
尾
根
を
越
え
て
と
っ

て
き
て
、
松
の
竈
柱
を
「
八
字
」
形
に
打
ち
込
み
、「
八
紘
の
栄
」
を
意
味
す
る
と

か
、「
神
帳
」
の
最
中
に
宮
中
の
守
護
神
の
八
丁
字
を
勧
請
し
た
八
本
の
御
幣
を
竈

柱
に
立
て
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
遠
山
一
族
を
祀
る
前
に
「
八
王
神
」
も
祀
っ
て

い
た
。
現
在
は
遠
山
一
族
と
し
て
人
格
神
化
し
て
い
る
「
八
社
の
神
」
に
は
重
層
性

に
富
む
神
霊
観
が
混
淆
し
て
い
る
）
50
（

。
現
在
で
は
、
御
霊
の
様
相
を
帯
び
た
遠
山
一
族

を
形
象
す
る
面
が
登
場
す
る
と
、
怨
霊
や
死
霊
、
祟
り
や
怨
念
を
畏
れ
る
心
情
が
表

出
し
、
独
特
の
重
苦
し
さ
が
漂
う
。
支
配
者
と
民
衆
、
オ
ヤ
カ
タ
と
コ
カ
タ
の
主
従

関
係
な
ど
支
配
や
服
従
に
関
わ
る
権
力
の
歴
史
の
記
憶
が
ま
と
い
つ
き
、
権
力
の
負

の
様
相
を
引
き
ず
る
御
霊
の
記
憶
が
蘇
る
。
遠
山
霜
月
祭
は
周
辺
の
祭
祀
と
は
異
な

る
政
治
性
を
色
濃
く
持
つ
）
51
（

。

上か
み
ま
ち町

の
湯
立
は
、「
先せ
ん
ゆ湯

」
七
立
、「
神
々
の
湯
」
五
立
、「
願
ば
た
き
の
湯
」
一

立
、「
御ご
い
ち
も
ん

一
門
の
湯
」
一
立
、「
鎮
め
の
湯
」
一
立
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
重
要
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な
湯
立
の
「
役
湯
」
は
、
先
湯
の
一
立
（
湯
開
き
、
源
王
大
神
の
湯
）、「
御
一
門
の

湯
」、「
鎮
め
の
湯
」
の
三
立
で
、「
役
湯
」
に
先
立
っ
て
御
神
酒
が
あ
が
り
、
五
大

尊
の
印
呪
を
使
用
し
、
産
土
の
舞
（
神
の
舞
）
が
奉
納
さ
れ
る
。
上
町
で
は
「
鎮
め

の
湯
」
だ
け
に
数
珠
を
使
用
す
る
）
52
（

。「
役
湯
」
は
遠
山
氏
の
怨
霊
や
死
霊
の
鎮
め
と

関
わ
っ
て
い
る
。

湯
開
き
の
「
先せ
ん
ゆ湯

一
」
は
、「
八
社
の
神
」
の
最
上
位
に
あ
た
る
「
源
王
大
神
の

湯
」（
遠
山
氏
一
族
の
土
佐
守
あ
る
い
は
遠
江
守
）
に
奉
納
す
る
。「
御
一
門
の
湯
」

は
、
午
前
零
時
頃
の
「
子
の
刻
」
に
行
わ
れ
四
面
の
湯
立
と
さ
れ
る
が
、
遠
山
一
族

へ
の
奉
納
と
も
い
い
供
養
の
様
相
が
加
わ
る
。「
御
一
門
の
湯
」
は
最
古
の
祭
神
と

い
う
瀬
戸
神
や
諏
訪
系
の
守
屋
の
大
神
を
祀
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
古
層
の
神
に

関
わ
っ
て
い
た
）
53
（

。
こ
の
湯
立
を
境
に
祭
の
性
格
が
徐
々
に
変
わ
り
始
め
て
民
間
の
楽

し
む
祭
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
真
夜
中
近
く
の
午
前
三
時
の
「
丑
の
刻
」
に
「
鎮
め

の
湯
」
を
行
う
）
54
（

。
こ
の
湯
立
は
数
珠
を
繰
っ
て
執
行
す
る
「
仏
の
湯
」
と
言
わ
れ
、

死
霊
の
供
養
や
特
定
の
神
の
湯
立
を
越
え
た
「
森
羅
万
象
の
湯
立
」
で
、
自
然
界

人
間
界
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
が
対
象
で
あ
る〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇

〇
八
：
八
三
〕。「
蝶
類
の
こ
ら
ず
は
う
虫
の
こ
ら
ず
お
湯
召
せ　

お
湯
召
す
と
き
は

雲
と
の
ぼ
れ
」と
虫
類
を
呼
び
集
め
る
。「
釈
迦
牟
尼
仏　

大
日
如
来　

阿
弥
陀
仏　

如
来
は
残
ら
ず
」
と
仏
菩
薩
を
呼
び
、
禰
宜
は
数
珠
を
繰
り
印
と
呪
文
と
九
字
、
五

大
尊
の
唱
え
を
し
て
五
大
明
王
の
守
護
を
得
て
鎮
め
る
。
舞
は
足
の
裏
を
見
せ
ず
鈴

の
音
も
殺
し
て
舞
う
。
摺
り
足
の
作
法
で
反
閇
に
通
じ
る
動
き
で
あ
る
。
最
後
の
鎮

め
の
呪
文
は
、「
禰
宜
が
「
川
水
神
に
お
湯
召
す
る
」
と
叫
ぶ
と
、
周
囲
が
「
お
御

影
こ
そ
は
く
ん
も
と
昇
れ
」
と
三
回
繰
り
返
し
、
そ
の
後
で
湯
尻
を
切
る
。「
し
ず

か
な
れ　

し
ず
か
な
れ　

精
し
ず
か
な
れ
」
と
激
し
く
唱
え
て
、
釜
の
口
を
湯
木
で

押
さ
え
、「
深み
や
ま山

の
百も
も

じ
の
精
し
ず
か
な
れ
」
と
周
囲
で
唱
え
、
釜
の
縁
上
に
二
本

並
べ
置
く
。
森
羅
万
象
の
鎮
め
、「
湯
伏
せ
」
に
よ
る
怨
霊
・
御
霊
の
鎮
め
、
祟
り

な
す
神
霊
や
山
や
森
に
棲
む
荒
ぶ
る
神
の
鎮
め
な
ど
で
、
全
て
の
霊
を
鎮
め
る
。
死

霊
の
供
養
に
は
仏
教
儀
礼
の
修
法
を
使
用
し
て
法
力
に
よ
っ
て
鎮
圧
す
る
意
図
が
あ

る
と
み
ら
れ
、「
鎮
め
の
湯
」
は
そ
の
極
点
で
、
神
仏
双
方
の
力
を
総
動
員
す
る
こ

と
で
成
就
す
る
。
そ
の
後
に
、
面
形
の
日
月
の
舞
・
御
座
の
舞
が
登
場
す
る
。

程
野
の
場
合
は
、
湯
立
は
一
二
で
あ
る
が
、「
役
湯
」
は
「
両
大
神
の
湯
」「
願

湯
」「
御
一
門
の
湯
」「
鎮
め
の
湯
」
の
四
つ
で
、
前
半
の
二
つ
の
湯
立
で
は
厳
粛
さ

が
要
求
さ
れ
、
一
般
の
氏
子
は
社
殿
内
側
の
「
精
舎
」
へ
の
立
入
を
許
さ
な
い
。
祭

事
執
行
の
主
役
の
禰
宜
と
先
達
た
ち
は
、
別
火
精
進
を
維
持
す
る
。
子
の
刻
の
「
御

一
門
の
湯
」
で
神
仏
混
淆
と
な
り
、
性
格
が
一
変
し
て
開
放
的
に
な
り
、
精
舎
へ
の

出
入
り
が
許
さ
れ
、
中
の
者
も
精
進
を
解
く
。
こ
の
湯
立
は
四
面
に
捧
げ
る
「
祭
一

番
の
湯
立
」
で
、
竈
の
前
で
五
大
尊
の
修
法
、
引
き
続
い
て
産
土
の
舞
、
湯
木
の
舞

が
行
わ
れ
る
。
所
作
や
性
格
は
「
御
一
門
の
湯
」
の
前
後
で
異
な
り
、
こ
の
前
の

産
土
神
の
舞
、
湯
木
の
舞
、
四
つ
舞
は
、
竈
を
ま
わ
る
「
道
中
」
で
は
、
扇
で
火
床

を
「
あ
お
る
」
所
作
を
し
て
い
た
が
、「
御
一
門
の
湯
」
の
後
は
扇
と
鈴
を
回
し
て

「
火
を
切
る
」
所
作
を
行
う
の
だ
と
い
う
。「
火
起
こ
し
」
か
ら
「
火
伏
せ
」
へ
移
行

し
、「
火
」
の
意
味
が
変
化
す
る〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
二
五
八
〕。
丑
の

刻
に
行
わ
れ
る
最
後
の
湯
立
の
「
鎮
め
の
湯
」
は
、
神
仏
混
淆
の
湯
立
で
、
笛
の
音

も
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り
と
し
、
鈴
の
音
を
殺
し
、
足
の
裏
を
見
せ
ず
に
静
か
に
舞
っ

て
、
森
羅
万
象
全
て
の
物
を
鎮
め
て
慰
撫
す
る
。
最
後
に
禰
宜
が
呪
文
を
唱
え
る

と
、
煮
え
た
ぎ
る
湯
も
鎮
ま
る
と
い
う
。
引
き
続
く
面
形
の
舞
の
部
分
を
「
遠
山
様

の
祭
」
や
「
死
霊
神
の
祭
」
と
呼
び
、
慰
霊
の
様
相
を
濃
く
す
る〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上

村
〉』二
〇
〇
八
：
二
七
〇
―
二
七
四
〕。
遠
山
霜
月
祭
の
転
換
点
は
霊
魂
が
蠢
く
と
さ
れ

る
子
の
刻
を
過
ぎ
て
か
ら
で
、
遠
山
氏
を
供
養
す
る
神
仏
混
淆
の
湯
（
上
町
や
程
野

の
「
御
一
門
の
湯
」、
下
栗
の
「
眷
属
の
湯
」）
で
状
況
が
変
わ
る
。
死
霊
の
供
養
は

仏
教
儀
礼
の
法
力
を
借
り
て
乗
り
越
え
る
。「
鎮
め
の
湯
」
で
全
て
が
鎮
ま
る
と
、

一
挙
に
開
放
的
に
な
り
、
面
の
神
々
が
次
々
に
出
て
押
し
合
い
へ
し
あ
い
し
て
楽
し

む
。
最
後
の
神
送
り
は
丁
寧
に
元
の
棲
み
か
に
送
り
帰
す
。

下
栗
の
場
合
は
、「
眷
属
の
湯
」
が
遠
山
土
佐
守
と
一
門
へ
の
湯
立
で
、
死
霊
を

祀
る
最
も
大
切
な
湯
立
と
さ
れ
た〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
三
四
〇
〕。
た
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だ
し
、
こ
こ
で
言
う
眷
属
は
広
範
囲
で
、
稲
荷
様
の
狐
、
三
峰
様
の
狼
、
遠
山
氏
一

門
と
解
釈
に
揺
れ
が
あ
り
、
複
合
的
で
あ
る
。
眷
属
と
は
主
神
に
つ
い
て
き
た
諸
々

の
霊
で
、
死
霊
や
動
物
霊
な
ど
障
り
な
す
も
の
が
多
い
。
こ
の
湯
立
の
後
は
湯
の
花

で
家
清
め
と
宮
清
め
を
し
て
、
中
祓
い
と
な
っ
て
神
返
し
を
す
る
。
こ
れ
以
後
、
雰

囲
気
が
変
化
し
、「
役
湯
」
の
「
鎮
め
の
湯
」
が
行
わ
れ
「
静
か
な
れ
静
か
な
れ
精

静
か
な
れ　

深み
や
ま山

の
百も
も

じ
の
精
も
静
か
な
れ
」
と
呪
文
を
唱
え
て
全
て
の
霊
を
鎮
め

る
。「
百
じ
」
と
は
古
く
は
「
百も
も
じ
ゅ獣

」
と
書
か
れ
、
狩
猟
の
獲
物
た
ち
へ
の
鎮
め
と

見
ら
れ
る
。
未
だ
帰
ら
ず
に
彷
徨
う
森
羅
萬
象
の
霊
に
元
の
場
所
へ
の
お
帰
り
を
促

す
。
陰
鬱
と
享
楽
に
満
ち
た
面
形
の
舞
が
展
開
す
る
の
は
そ
の
後
で
あ
る
。
下
栗
の

祭
は
か
す
舞
で
神
送
り
し
て
、
反
閇
返
し
を
行
う
。
そ
し
て
、
祭
の
最
後
は
木
の
根

祭
で
、
鳥
居
の
傍
ら
の
木
の
株
の
下
に
赤
い
幣
を
立
て
て
、「
宮
死
霊
・
禰
宜
死
霊
」

を
祀
っ
た
と
い
う〔『
遠
山
霜
月
祭〈
上
村
〉』二
〇
〇
八
：
三
五
五
〕。

湯
立
は
変
化
せ
ず
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
時
代
に
応
じ
て
変
化
し

て
き
た
。
近
代
に
あ
っ
て
上
町
は
様
々
な
出
来
事
に
合
わ
せ
て
新
た
な
湯
立
を
開
始

し
て
い
る
。
鹿
島
明
神
の
湯
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
悪
疫
流
行
時
に
開
始
、

諏
訪
明
神
の
湯
は
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
の
大
洪
水
の
翌
年
に
開
始
、
交
通
安

全
の
湯
は
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
に
赤
石
林
道
が
開
通
し
た
年
に
開
始
し
て
い

る
。
ま
た
、
鎮
め
の
湯
で
は
、
如
来
残
ら
ず
、
菩
薩
残
ら
ず
、
明
王
残
ら
ず
に
続
け

て
「
三
世
の
諸
仏
、
羅
漢
ギ
ャ
ア
テ
ィ
、
弘
法
大
師
、
道
元
禅
師
、
宗
教
、
政
治
、

学
問
、
芸
術
、
父
方
、
母
方
、
世
界
人
類
、
魚
類
、
鳥
類
、
獣
類
、
草
木
、
植
物
、

鉱
物
、
書
物
、
器
械
、
衣
食
住
、
森
羅
万
象
、
宮
天
伯
、
富
士
天
伯
」
の
鎮
め
を
行

う
。
森
羅
万
象
の
鎮
め
と
は
、
近
代
の
新
し
い
産
業
器
械
、
宗
教
・
政
治
、
学
問
・

芸
術
に
至
る
、
全
て
の
鎮
め
で
あ
り
、
時
空
間
を
超
え
て
自
然
と
人
間
と
モ
ノ
と
を

包
摂
す
る
柔
軟
な
思
考
に
基
づ
い
て
い
た
。

11
湯
立
と
は
何
か

湯
立
の
根
幹
に
あ
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
湯
の
動
き
に
魂
の
働
き
を
感
じ
と
る

感
覚
で
あ
り
、
神
意
の
兆
候
を
湯
の
中
に
様
々
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
沸
き
た
つ

湯
、
立
ち
上
る
湯
気
、
飛
び
散
る
湯
玉
、
湯
気
に
よ
る
切
り
飾
り
の
揺
ら
ぎ
な
ど
、

湯
を
巡
る
諸
現
象
が
、
人
間
の
感
性
と
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
る
。

元
々
、
湯
立
の
タ
テ
、
タ
ツ
と
は
現
れ
る
こ
と
で
、
神
霊
の
顕
現
を
意
味
す

る
。「
せ
ん
さ
ら
さ
ら
と
煮
え
立
つ
お
湯
は　

神
の
お
湯
な
り
」（
大
宮
清
め
・
上

町
）。
煮
え
立
つ
音
に
生
命
力
を
感
じ
湯
玉
に
聖
性
を
見
る
。
湯
は
タ
マ
と
観
念
さ

れ
る
。
上
町
の
「
玉
神
楽
」
で
は
、
モ
ト
が
「
梵
天
帝
釈
、
玉
の
御
神
楽
」「
梵
天

帝
釈
、
日
光
月
光
」
と
歌
い
、
以
下
、
天
神
七
代
、
地
神
五
代
、
七
曜
九
曜
、
明
星

方
、
二
十
八
宿
を
唱
え
、
各
々
の
ウ
ラ
に
「
参
ら
せ
る　

そ
れ
聞
し
召
す
」
を
唱
え

る
。
最
後
は
、「
た
ま
と
る
ら
ん
よ
」「
そ
ー
れ
の
た
ほ
り
や
玉
に
ほ
ろ
ー
」
で
終
わ

る
。
湯
木
の
先
を
湯
に
軽
く
入
れ
て
、
湯
を
は
ね
る
（
下
栗
も
同
様
）。
タ
マ
を
と

る
と
い
う
表
現
に
は
、
湯
玉
の
力
で
身
体
を
活
性
化
す
る
願
い
が
籠
め
ら
れ
る
）
55
（

。
更

に
、
神
は
湯
を
召
し
て
湯
殿
で
湯
衣
に
着
替
え
て
湯
あ
み
し
、
雲
に
乗
っ
て
上
が
っ

て
い
く
。
神
歌
で
は
「
湯
殿
へ
渡
る
な
湯
衣
は　

湯
衣
は
綾
か
錦
か
な
」（
湯
殿
渡

し
・
上
町
）、「
お
湯
召
す
時
の　

お
御
影
こ
そ
は
く
ん
も
と
上
れ
。
ヤ
ン
ヤ
ー
ハ
ー

ハ
」（
湯
召
・
上
町
）
と
印
象
に
残
る
リ
ズ
ム
で
謡
う
。
そ
し
て
、
湯
自
体
が
「
湯

男
」「
湯
父
」
と
擬
人
化
さ
れ
る
。
湯
を
召
し
た
ら
雲
と
な
っ
て
上
る
と
い
う
意
味

で
も
あ
る
。
先
湯
の
七
立
が
終
わ
る
と
、「
大
宮
清
め
」
と
な
り
、「
上
げ
湯
」
と
し

て
湯
を
捧
げ
、「
上
げ
湯
こ
そ
上
げ
湯
こ
そ
、
神
は
よ
ろ
こ
ぶ
上
げ
湯
こ
そ
」
と
歌

う
。
湯
を
神
霊
に
捧
げ
る
こ
と
は
清
め
と
献
上
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

湯
の
一
般
的
な
効
果
は
、
夜
半
の
始
ま
り
に
行
わ
れ
る
「
願
ば
た
き
」（
願
い
が

か
な
っ
た
）
の
「
湯
の
花
」
で
村
人
に
共
有
さ
れ
る
。
禰
宜
た
ち
が
釜
の
湯
を
竹
筒

に
入
れ
て
各
家
を
廻
り
、「
家
清
め
」
を
し
て
祝
い
人
々
の
幸
せ
を
祈
願
し
、
地
域
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の
神
社
や
祠
の
清
め
を
し
て
、
共
同
体
の
中
に
湯
の
効
果
が
浸
透
す
る
。
社
殿
の
外

の
共
同
体
全
体
に
湯
の
効
果
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。「
火
を
切
り
て
水
を
生
ず
る
誰

も
よ
し　

誰
も
よ
し
皆
清
ま
れ
と
祝
い
そ
め
き
よ
」（
お
湯
召
・
上
町
）。
ま
た
、
飾

り
物
に
関
し
て
は
、
釜
の
上
の
「
湯
の
上
飾
り
」
の
解
釈
は
、
湯
男
は
「
生
く
る

魂
・
足
る
魂
」、
湯
雛
は
蛇
の
比ひ

礼れ

、
人
面
は
人
形
で
「
生
く
る
魂
・
足
る
魂
・
死

返
し
の
魂
・
ち
が
え
し
の
魂
」、
四
方
じ
め
の
柱
の
榊
に
つ
け
る
「
湯
ふ
ぐ
り
」
は

「
生
く
る
魂
」
を
表
わ
す
と
い
う
。
湯
に
タ
マ
の
働
き
を
感
じ
、
湯
玉
に
生
命
力
を

見
出
し
、
湯
を
人
格
化
し
、
湯
の
動
き
を
神
霊
の
顕
現
と
考
え
る
こ
と
と
連
続
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
過
剰
な
解
釈
は
、
あ
る
時
期
に
民
間
知
識
の
体
系
化
が
行
わ
れ
た

結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
湯
に
対
す
る
感
覚
の
表
出
と
し
て
民
間
に
も
受
け
入
れ
ら

れ
る
説
明
で
あ
る
。

湯
と
い
う
人
間
の
統
御
を
越
え
る
媒
体
と
対
峙
す
る
に
は
、
修
験
の
技
法
が
ふ

さ
わ
し
い
。
修
験
は
、「
精
霊
統
御
者
」（spiritm
aster

「
使
霊
者
」〔
筑
土　

一
九

七
六（
一
九
四
二
）〕や
「
司
霊
者
」〔
岩
田　

一
九
八
三
〕）
と
し
て
、「
山
」
で
修
行
し

て
力
を
身
体
に
宿
し
、
儀
礼
で
は
九
字
護
身
法
を
駆
使
し
て
結
界
を
作
り
、
不
動
明

王
と
一
体
に
な
り
法
力
で
神
霊
を
操
作
す
る
。
し
か
し
、
現
在
の
遠
山
霜
月
祭
の
主

宰
者
は
修
験
で
は
な
く
、
神
道
風
の
禰
宜
や
太
夫
と
呼
ば
れ
る
村
人
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
中
に
は
か
つ
て
は
木
曽
御
嶽
の
行
者
で
神
が
か
り
の
体
験
者
も
お
り
、
戦

前
に
は
祈
禱
禰
宜
と
呼
ば
れ
る
病
気
直
し
や
憑
物
落
と
し
を
行
う
者
も
い
た
と
さ

れ
、
実
態
は
限
り
な
く
修
験
に
近
い
。
遠
山
郷
で
は
自
然
の
脅
威
や
人
生
の
不
幸
に

対
処
す
る
に
は
、
神
仏
や
諸
精
霊
の
力
に
す
が
り
、
祟
り
な
す
怨
霊
や
死
霊
の
跋
扈

を
鎮
圧
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
仏
法
の
力
が
必
要
で
、
神
仏
混
淆

の
儀
礼
を
主
宰
す
る
修
験
の
技
法
は
適
合
的
で
あ
っ
た
。
遠
山
霜
月
祭
は
外
来
と
在

地
の
儀
礼
や
思
想
を
混
淆
し
、
変
形
と
解
釈
を
加
え
て
独
自
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
生

成
さ
せ
、
そ
の
中
核
に
湯
立
を
据
え
た
。
湯
は
流
動
性
に
富
み
多
義
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
さ
せ
、
様
々
な
現
象
を
混
融
す
る
媒
体
で
あ
り
、
意
味
の
「
乗
り
物
」

（vehicle

）
と
し
て
、
思
想
・
儀
礼
・
芸
能
の
流
動
的
な
磁
場
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
。火

を
介
し
て
水
を
た
ぎ
ら
す
と
い
う
湯
立
は
、
人
間
の
自
然
へ
の
過
剰
な
働
き
か

け
で
あ
り
、
世
界
に
亀
裂
を
入
れ
る
こ
と
で
、
人
間
と
自
然
の
は
ざ
ま
に
生
じ
る
動

態
的
な
現
象
に
注
目
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
延
々
と
続
く
湯
立
に
よ
っ
て
、
湯

の
動
き
、
湯
の
気
配
、
そ
し
て
湯
の
音
や
匂
い
に
多
様
な
意
味
を
読
み
取
り
、
真
夜

中
に
な
っ
て
禁
忌
に
取
り
囲
ま
れ
た
面
の
神
霊
を
多
数
に
連
続
し
て
登
場
さ
せ
る
こ

と
で
、
独
自
の
世
界
を
幻
視
す
る
の
が
遠
山
霜
月
祭
で
あ
っ
た
。
最
後
に
は
神
霊
や

仏
菩
薩
、
動
物
植
物
を
含
め
て
全
て
が
元
の
場
所
に
還
る
。
か
く
し
て
、
人
間
と
自

然
と
神
霊
は
関
係
性
を
新
た
に
結
び
直
し
て
相
互
の
信
頼
を
回
復
し
、
人
間
の
暮
ら

し
は
安
定
し
て
豊
か
さ
を
取
り
戻
す
。

人
間
の
霊
魂
も
や
が
て
は
自
然
に
帰
入
す
る
。
山
川
草
木
全
て
物
言
う
「
い
の
ち

の
循
環
」
の
中
に
、
人
間
の
霊
魂
も
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く

し
て
、
人
間
も
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
い
の
ち
を
共
感
し
あ
う
世
界

が
回
復
す
る
。
遠
山
霜
月
祭
の
中
に
は
こ
う
し
た
普
遍
的
な
民
俗
知
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）　

遠
山
霜
月
祭
の
戦
前
の
記
録
に
は
〔
近
藤　

一
九
三
六
、
牧
内
・
中
島　

一
九
七
七

（
一
九
三
三
）〕
が
あ
り
、
近
年
は
桜
井
弘
人
の
調
査
〔
桜
井　

二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
〕
と

記
録
作
成
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』
二
〇
〇
八
〕、〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
南
信
濃
〉
①
』
二
〇

一
〇
〕、〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
南
信
濃
〉
②
』
二
〇
一
一
〕、
並
び
に
映
像
資
料
が
充
実
し
て
い

る
。
本
稿
は
そ
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
遠
山
霜
月
祭
を
広
く
日
本
の
祭
祀
芸
能
の

中
に
位
置
付
け
る
試
み
は
〔
鈴
木　

二
〇
〇
六
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

花
祭
の
研
究
は
早
川
孝
太
郎
〔
早
川　

一
九
七
一
（
一
九
三
〇
）、
一
九
七
二
（
一
九

三
〇
）〕
が
先
駆
的
で
、
本
田
安
次
〔
本
田　

一
九
九
五
（
一
九
五
四
）〕
が
続
く
。
戦
後
は

〔
武
井　

一
九
七
七
、
渡
辺　

一
九
九
〇
（
一
九
七
九
）、
山
本　

二
〇
〇
三
、
井
上　

二
〇

〇
四
〕
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）　

本
宮
に
は
源
頼
朝
奉
納
と
伝
え
る
建
久
二
年
（
一
一
九
八
）
四
月
二
二
日
銘
の
鉄
製
大
湯

釜
が
伝
わ
る
。
熊
野
信
仰
と
湯
立
神
楽
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
〔
鈴
木　

二
〇

〇
八
、SU

ZU
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（
4
）　
『
長
寛
勘
文
』（
長
寛
元
年
・
一
一
六
三
）
が
典
型
で
、「
熊
野
権
現
御
垂
迹
縁
起
」
の
初
出

で
も
あ
る
。

（
5
）　

武
井
正
弘
の
精
力
的
な
調
査
で
判
明
し
た
〔
武
井　

一
九
七
七
、
一
九
八
〇
〕。
苗
字
か
ら

は
熊
野
と
諏
訪
の
影
響
が
推
定
さ
れ
る
。

（
6
）　

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
日
、
上
村
・
南
信
濃
村
は
飯
田
市
、
水
窪
町
・
佐
久
間
町
は
浜
松

市
、
富
山
村
は
豊
根
村
、
津
具
村
は
設
楽
町
に
合
併
し
た
。

（
7
）　

大
井
川
流
域
の
東
川
根
村
田
代
（
現
静
岡
市
）
の
み
さ
き
神
楽
や
本
川
根
町
梅
津
の
御
前

神
楽
な
ど
と
も
同
系
列
で
あ
る
。

（
8
）　

通
過
儀
礼
の
性
格
が
、
巨
大
な
「
大
神
楽
」
を
生
み
出
す
原
動
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。「
人
生
三
度
」（
二
歳
・
十
三
歳
・
六
十
一
歳
）
の
大
願
を
果
た
す
こ
と
が
こ
の
行
事
の

目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
〔
山
本　

二
〇
〇
三
〕。

（
9
）　

奥
三
河
で
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
を
最
後
に
消
滅
し
た
大
神
楽
の
開
催
年
も
飢
饉
の
年

で
あ
っ
た
〔
小
林　

一
九
九
〇
〕。

（
10
）　

新
暦
採
用
後
は
、
正
月
行
事
と
な
っ
た
が
、
近
年
は
一
一
月
や
一
二
月
（
旧
暦
一
一
月
に

ほ
ぼ
相
当
）
に
変
更
す
る
所
が
増
え
、
霜
月
に
戻
す
意
識
が
強
ま
っ
て
き
た
。
た
だ
し
、
土

曜
日
曜
に
行
う
所
も
増
え
、
変
化
は
加
速
し
て
い
る
。

（
11
）　

切
飾
り
を
神
楽
の
祭
場
に
付
け
る
慣
行
は
各
地
に
見
ら
れ
、
ザ
ゼ
チ
、
ザ
ン
ゼ
ツ
や
ゑ
り

も
の
、「
四
節
」（
宮
城
県
の
法
印
神
楽
）
な
ど
と
い
う
。
東
西
南
北
、
春
夏
秋
冬
、
四
方
の

神
、
結
界
、
祈
願
、
五
大
尊
、
五
行
な
ど
を
か
た
ど
る
。

（
12
）　

切
り
紙
で
作
ら
れ
百
道
、
八
橋
、
ヒ
イ
ナ
な
ど
種
類
が
豊
富
で
、
神
降
臨
の
道
筋
と
な
る

と
観
念
さ
れ
る
。

（
13
）　

花
祭
地
域
で
は
白
び
ゃ
っ
か
い
開
や
湯
蓋
と
い
う
。
類
似
し
た
装
置
は
、
各
地
で
玉
蓋
、
天
蓋
、
白
蓋
、

錦
蓋
、
湯
蓋
、
絹
笠
、
大
乗
、
梵
天
、
造
花
、
雲
、
あ
ま
、
く
ま
、
ば
っ
か
い
、
び
ゃ
っ
け
、

ま
ん
が
い
な
ど
多
様
で
、
伊
勢
で
は
真ま
ど
こ
お
う
ふ
す
ま

床
覆
衾
と
い
う
。
元
来
は
仏
堂
の
荘
厳
、
仏
菩
薩
の

座
所
、
天
上
世
界
、
天
孫
降
臨
の
装
置
で
あ
る
が
、
葬
送
の
祭
具
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

（
14
）　

二
〇
一
〇
年
一
二
月
の
祭
を
最
後
に
休
止
に
入
っ
た
。

（
15
）　

地
す
べ
り
に
よ
る
災
害
を
受
け
て
中
断
し
た
。

（
16
）　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
の
祭
を
最
後
に
休
止
に
入
っ
た
。

（
17
）　

遠
山
霜
月
祭
は
、
地
域
ご
と
に
、
上
町
、
木
沢
、
下
栗
、
和
田
の
四
類
型
に
わ
け
ら
れ
る

〔
桜
井　

二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
〕。

（
18
）　

別
の
解
釈
で
は
「
源
王
大
神
」
は
源
頼
朝
で
、
次
の
「
政
王
大
神
」
は
北
条
政
子
だ
と
い

う
。
遠
山
郷
は
鎌
倉
時
代
に
鶴
岡
八
幡
宮
（
当
時
は
宮
寺
）
の
所
領
と
な
っ
て
、
八
幡
を
勧

請
し
た
と
さ
れ
る
。
源
頼
朝
は
地
頭
に
梶
原
景
時
を
任
じ
、
記
録
に
は
な
い
が
地
頭
代
も
置

か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
断
片
的
な
過
去
を
想
像
力
で
補
う
こ
と
で
生
成
さ
れ
た
説
と
見
ら
れ
る
。

（
19
）　

現
在
で
は
立
願
は
殆
ど
行
わ
れ
な
い
が
、
形
式
上
で
は
上
町
で
は
湯
木
を
二
倍
に
し
て
、

湯
立
を
増
や
し
て
、
立
願
を
取
り
込
ん
だ
形
に
す
る
。
下
栗
で
は
注
連
縄
を
二
重
に
、
水
迎

え
の
子
供
を
二
倍
に
、
面
を
二
度
出
す
こ
と
で
立
願
と
し
た
。

（
20
）　

南
信
濃
の
新
野
の
雪
祭
で
は
、
神
楽
も
舞
も
な
い
呪
符
に
よ
る
祈
禱
の
願
掛
け
の
湯
立
が

行
わ
れ
て
い
た
。

（
21
）　

あ
お
く
ず
れ
と
も
い
う
。
峠
の
頂
上
に
は
守
屋
姓
の
者
が
居
住
し
、
代
々
茶
屋
を
営
ん
で

い
た
。
守
屋
は
諏
訪
の
神
長
官
の
家
筋
で
あ
り
、
諏
訪
信
仰
の
伝
播
の
様
相
を
伝
え
る
。

（
22
）　

坂さ
か
ん
べ部

に
は
両
部
神
道
の
伊
勢
浪
人
の
定
着
を
伝
え
る
記
録
が
残
る
（『
熊
谷
家
伝
記
』
二
ノ

巻
、
永
享
四
年
、
一
四
三
二
）。

（
23
）　

遠
州
の
南
部
に
は
中
世
に
は
那
智
の
所
領
が
あ
り
、
遠
州
の
横
須
賀
に
は
三
熊
野
神
社
が

あ
る
。

（
24
）　
〔『
遠
山
霜
月
祭
の
世
界
』
二
〇
〇
六
：
八
五
〕
に
文
書
と
し
て
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、
原
文
は
公
表
さ
れ
ず
、
大
意
で
し
か
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
や
や
信
頼
性
に
欠
け
る
。
本

概
要
は
〔『
信
州
上
村　

霜
月
祭
』
一
九
七
一
：
二
―
七
〕
に
基
づ
い
た
。
何
度
か
火
災
に
あ

い
、
焼
け
残
り
の
文
書
と
聞
書
き
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

（
25
）　

現
在
は
、
四
面
は
「
木
火
土
水
」、
天
伯
は
「
金
」
に
あ
て
る
。
起
源
伝
承
は
焼
け
残
り
の

文
書
と
聞
書
き
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
時
に
土
地
神
の
「
瀬
戸
神
」
を
祀
っ
た
と
い
い
、
現

在
も
祀
ら
れ
て
い
る
。

（
26
）　

上
町
の
浅
間
神
社
の
ご
神
体
と
い
う
。
現
在
の
宮
の
守
護
神
で
あ
る
宮
天
伯
は
「
冨
士
天

伯
」
と
も
い
い
、
石
が
ご
神
体
で
溶
岩
と
見
ら
れ
る
。
霜
月
祭
に
は
キ
シ
メ
と
御
白
餅
を
捧

げ
て
丁
重
に
祀
る
。
天
伯
に
は
、
朝
日
天
伯
・
夕
日
天
伯
・
照
王
天
伯
な
ど
も
あ
り
〔『
遠
山

霜
月
祭
〈
南
信
濃
〉
②
』
二
〇
一
一
：
三
八
一
〕、
自
然
の
力
の
形
象
化
で
あ
ろ
う
。

（
27
）　

鶴
岡
の
勧
請
は
鎌
倉
時
代
と
い
う
が
確
証
は
な
い
〔
武
井　

二
〇
〇
〇
〕。
先
祀
と
後
祀
と

は
両
八
幡
で
は
な
く
、
遠
山
氏
の
老
中
二
人
で
、
江
戸
家
老
と
国
家
老
だ
と
い
う
伝
承
が
上

町
に
伝
わ
る
。
た
だ
し
、
下
栗
で
は
二
つ
釜
は
両
八
幡
と
す
る
。
木
沢
で
は
外
来
の
お
だ
や

か
な
神
と
在
地
の
荒
ぶ
る
神
を
祀
る
と
い
う
。

（
28
）　

和
田
の
社
は
諏
訪
社
で
あ
る
が
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
再
建
の
古
い
社
と
さ
れ
る
。

（
29
）　

上
町
の
宮
元
は
代
々
の
神
と
し
て
、「
守
屋
大
神
」
を
祀
っ
て
い
る
。
青
崩
峠
に
は
古
い
守

屋
の
家
が
あ
る
な
ど
、
諏
訪
の
古
い
祭
祀
を
司
ど
っ
た
神
長
官
・
守
屋
家
の
一
族
は
伊
那
や

遠
山
の
各
地
に
居
住
し
て
い
る
。
諏
訪
前
宮
で
春
に
行
わ
れ
狩
猟
儀
礼
を
色
濃
く
取
り
込
ん

だ
「
大
御
幣
祭
」（
酉
の
祭
）
に
鹿
を
奉
納
し
た
の
は
遠
山
だ
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。

（
30
）　

五
大
尊
で
火
熱
を
冷
ま
す
「
大
根
の
重
ね
」
は
、
焼
畑
の
収
穫
物
で
あ
る
。

（
31
）　

下
栗
で
は
米
が
取
れ
な
い
の
で
稗
や
粟
な
ど
の
雑
穀
か
ら
作
っ
た
。

（
32
）　

中
郷
の
「
役
湯
」
は
上
町
と
同
じ
で
、
程
野
で
は
「
願
湯
」
が
加
わ
り
、「
準
役
湯
」
は
鹿

島
の
湯
に
な
る
。

（
33
）　

神
帳
の
読
み
上
げ
は
厳
粛
で
あ
る
が
、
下
栗
で
は
祭
場
へ
の
持
ち
出
し
と
退
去
に
あ
た
っ

て
舞
が
つ
く
。

（
34
）　

花
祭
で
の
「
御ご
す
ご
り
ょ
う

神
酒
料
」
と
い
う
神
饌
の
饗
応
や
、「
花
の
舞
」
の
湯
桶
の
奉
納
と
類
似
し
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て
い
る
。

（
35
）　

下
栗
で
は
本
祭
の
早
朝
に
オ
ヒ
ヤ
シ
の
「
御
白
餅
」
を
あ
げ
る
。
八
日
市
場
は
「
お
ん
ご

の
祭
り
」
の
面
の
終
了
後
に
、「
面
の
弁
当
」
と
し
て
赤
い
紙
に
包
ん
だ
小
豆
飯
を
あ
げ
る
。

祝
意
を
籠
め
た
飲
み
物
・
食
物
で
、
古
い
食
物
の
形
態
に
よ
る
供
物
を
調
え
て
の
献
上
で
、

普
段
は
入
手
し
難
い
米
や
小
豆
飯
と
い
う
非
日
常
食
を
特
別
の
供
物
と
す
る
。

（
36
）　

竈
は
一
般
に
カ
マ
と
い
う
。
上
町
は
松
材
を
芯
に
し
た
土
製
の
竈
に
湯
釜
を
据
え
る
が
、

石
芯
粘
土
製
（
木
沢
・
下
栗
）、
煉
瓦
（
小
道
木
）、
鉄
製
五
徳
（
中
立
、
八
日
市
場
、
下
栗
、

和
田
）
な
ど
様
々
で
あ
る
。

（
37
）　

細
か
い
説
明
が
あ
り
、
湯
男
は
生
く
る
魂
・
足
る
魂
、
湯
女
は
蛇
の
比
礼
を
つ
け
て
交
互

に
差
し
込
む
。
人
形
は
五
つ
の
人
面
で
、
生
く
る
魂
、
足
る
魂
、
死
返
し
の
魂
、
ち
が
え
し

の
魂
を
表
す
。
八
ツ
橋
は
神
が
渡
御
す
る
橋
で
蜂
の
比
礼
を
表
す
。
花
は
蛇
の
形
を
模
し
て

作
り
、
蛇
の
比
礼
を
表
す
。
ひ
さ
げ
は
三
角
形
（
火
打
）
で
湯
釜
の
上
で
一
つ
に
な
り
火
が

留
ま
る
。
か
い
だ
れ
は
木
枠
の
四
隅
で
比
礼
を
表
す
。
千
道
は
四
方
張
と
も
い
い
、
四
方
に

は
ら
れ
中
央
に
鳥
居
の
形
の
切
り
抜
い
た
比
礼
で
神
降
臨
の
道
を
表
す
。

（
38
）　

五
龍
王
（
土
公
神
）
の
由
来
を
説
く
結
界
作
法
で
〔
天
野　

一
九
九
五
：
四
〇
九
〕、
芸
能

と
の
関
連
も
深
い
。

（
39
）　

五
龍
王
か
ら
五
郎
の
王
子
へ
の
転
換
は
〔
岩
田　

一
九
八
三
〕
に
詳
し
い
。
筆
者
も
備
後

の
荒
神
神
楽
の
考
察
に
か
ら
め
て
、
五
龍
王
と
土
公
神
、
土
公
祭
文
と
荒
神
神
楽
に
つ
い
て

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
〔
鈴
木　

二
〇
〇
一
：
一
九
三
―
二
一
一
、SU

ZU
K
I 2001

〕。

（
40
）　

中
世
の
龍
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
〔
黒
田　

二
〇
〇
三
〕
が
広
範
に
検
討
し
て
い
る
。

（
41
）　

吉
田
家
か
ら
許
状
を
貰
っ
た
時
に
正
八
幡
宮
（
誉ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

　

田
別
尊
、
応
神
天
皇
）
を
主
祭
神
と

し
、
木
火
土
金
水
の
五
神
を
合
祀
し
、
そ
の
後
に
五
郎
姫
宮
・
八
王
神
を
祀
っ
た
と
も
い
う

が
信
頼
性
に
は
欠
け
る
。

（
42
）　

竹
竿
の
先
に
つ
け
た
ツ
ト
ッ
コ
に
「
の
さ
」
七
本
を
差
し
、
根
元
の
地
面
に
「
末
社
の
さ
」

五
本
を
立
て
る
。

（
43
）　

湯
立
に
は
大
量
の
薪
が
必
要
で
あ
る
。
森
や
樹
木
に
は
木
の
神
が
お
り
、
天
伯
は
金
の
神

と
さ
れ
る
。

（
44
）　

ウ
シ
ロ
ガ
ミ
は
、
式
部
様
、
根
の
神
、
天
伯
な
ど
で
あ
る
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』

二
〇
〇
八
：
三
〇
二
〕。「
天
伯
の
湯
」
は
ウ
シ
ロ
ガ
ミ
に
対
す
る
湯
立
で
禰
宜
の
申
し
出
に

応
じ
て
立
て
た
〔
同
：
三
三
九
〕。
在
地
神
や
来
訪
神
を
後
ろ
の
守
護
神
と
す
る
事
例
は
、「
後

戸
の
神
」
と
し
て
芸
能
守
護
神
の
機
能
を
持
つ
摩
多
羅
神
も
含
め
た
問
題
で
あ
る
〔
鈴
木　

二
〇
〇
一
：
二
〇
二
―
二
六
二
〕。

（
45
）　
「
神
子
立
願
帳
」
に
「
神
呈
と
し
て
御
禮
の
儀
は
願
主
中
郷
区
氏
子
一
同
の
安
全
祈
願
を
給

う　

十
二
月
に
祭
典
に
宮
神
楽
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
書
上
げ
、
日
光
・
月
光
・
三
社
の
舞
・

宮
天
伯
を
奉
納
す
る
。

（
46
）　

十
二
・
三
歳
の
願
人
が
神
歌
を
う
た
い
湯
を
分
け
て
も
ら
い
振
り
掛
け
て
、「
市
の
舞
」
を

ま
う
。

（
47
）　

上
町
で
は
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
頃
が
最
後
で
、
八
乙
女
の
舞
の
前
に
「
神
子
あ
げ
」

を
し
て
、「
花
の
御
神
楽
」
と
な
っ
た
。
花
祭
の
稚
児
に
よ
る
花
の
舞
を
連
想
さ
せ
る
。

（
48
）　

霊
魂
は
頭
の
背
後
か
ら
出
入
り
す
る
と
さ
れ
、
子
供
の
霊
魂
は
簡
単
に
身
体
か
ら
離
れ
て
、

病
気
や
死
を
齎
す
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
封
印
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
49
）　

伝
承
で
は
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
遠
山
遠
江
守
景
広
の
弟
の
遠
山
新
助
が
大
河
原

（
大
鹿
村
）
で
「
石
子
詰
め
」
に
な
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
大
河
原
と
鹿
塩
に
は
新
助
を
祀
る
遠

山
八
幡
社
が
あ
り
、
殺
害
は
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
だ
と
い
う
。
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）

の
郷
民
蜂
起
で
、
遠
山
一
族
が
殺
害
さ
れ
た
記
録
も
残
り
、
同
姓
同
名
の
新
助
の
殺
害
の
話

が
混
同
さ
れ
た
ら
し
い
。
熊
野
聖
の
布
教
説
話
の
『
続ぞ
く
こ
う
し
ゃ
く
し
ゅ
う

　

鉱
石
集
』（
天
正
八
年
）
第
四
巻

「
下
末
」
一
四
話
に
、
新
助
の
殺
害
後
に
疫
病
が
は
や
っ
た
の
で
湯
立
を
行
う
と
新
助
の
霊
が

現
わ
れ
、
高
野
山
で
の
追
福
を
求
め
る
託
宣
が
下
り
、
供
養
す
る
と
治
ま
っ
た
と
あ
る
〔『
遠

山
霜
月
祭
の
世
界
』
二
〇
〇
六
：
八
七
〕。
高
野
聖
や
熊
野
聖
の
布
教
や
唱
導
の
意
図
が
強
く

湯
立
の
起
源
伝
承
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
50
）　

上
町
の
八
社
は
、
源
王
大
神
、
政
王
大
神
、
両
八
幡
大
神
（
先
祀
八
幡
と
後
八
幡
）、
住
吉

明
神
、
日
吉
明
神
、
一
の
宮
、
淀
の
明
神
で
、
各
々
が
遠
山
氏
一
族
に
あ
て
は
め
ら
れ
て
い

る
が
定
説
は
な
い
。
土
佐
守
景
直
・
遠
江
守
景
重
・
江
戸
家
老
・
國
家
老
・
遠
江
守
景
広
・

土
佐
景
信
・
土
佐
守
奥
方
・
遠
山
景
則
に
充
当
す
る
説
〔
岡
井　

一
九
五
六
〕
を
は
じ
め
、

多
様
な
解
釈
が
あ
る
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』
二
〇
〇
八
：
二
五
〕。
女
神
は
一
神
で
あ
る
。

（
51
）　
「
遠
山
祭
」
は
、
当
初
は
遠
山
氏
一
門
を
慰
霊
す
る
「
遠
山
家
の
祭
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
遠
山
祭
の
名
称
は
近
世
以
降
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

言
え
る
。

（
52
）　
「
準
役
湯
」
の
「
池
大
明
神
の
湯
」
は
、「
片
五
大
尊
」
と
い
う
竈
の
正
面
の
み
の
五
大
尊

で
、
四
方
で
は
行
わ
な
い
。
各
地
で
祀
ら
れ
る
池
大
明
神
は
、
水
源
の
神
と
し
て
重
視
さ
れ

る
が
、
役
湯
の
神
霊
の
次
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
53
）　

高
神
の
湯
立
で
と
も
さ
れ
、『
霜
月
祭
礼
実
録
』
で
は
「
此
の
湯
立
ち
は
四
天
王
乃
湯
と
云

ふ
て
四
面
様
か
ら
始
め
瀬
戸
神
、
守
屋
ノ
大
神
、
宮
悉
皆
の
湯
立
ち
也
」「
火
切
な
る
行
事
」

と
さ
れ
る
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』
二
〇
〇
八
：
八
〇
〕。

（
54
）　
『
霜
月
祭
礼
実
録
』
は
「
志
づ
め
は
正
八
幡
ノ
湯
で
神
佛
ノ
湯
と
い
ふ
。
森
羅
万
象
の
湯
立

也
」
と
す
る
〔『
遠
山
霜
月
祭
〈
上
村
〉』
二
〇
〇
八
：
八
三
〕。

（
55
）　

木
沢
の
宵
祭
の
「
玉
の
御
神
楽
」
で
は
、
御
神
酒
上
げ
を
し
て
、
一
升
瓶
の
酒
の
口
の
上

で
祓
い
幣
を
揺
ら
す
。
こ
れ
は
神
霊
（
タ
マ
）
の
活
性
化
に
関
わ
る
行
為
か
も
し
れ
な
い
。
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Yudate is the boiling water ritual dedicated to Kami （deities） and Hotoke （Buddhas） based upon the combination 

of sacred water and fire. This paper analyses the meaning and function of Yudate Kagura consisting of dance, 

music and Yudate, held at Tōyama valley in November by lunar calendar. Tōyama is located on the mountain area 

in the southern part of Nagano prefecture of Japan. Shinto priests or Shugenja （mountain ascetics） has conducted 

these rituals on the occasion of annual cerebration called Shimotsuki Matsuri （November festival） to activate the 

diminishing power of the sun and human body in the winter solstice. The topics to be discussed in this paper are 

local history, origin myth, syncretism of Shintōism & Buddhism, ritual process and status of religious practitioners. 

The main purpose is to make an interpretation of folk religion under the historical perspective. Yudate Kagura is 

conducted to express the gratitude  for Kami and Hotoke to get the good harvest and make sure the future in next 

year. The villagers want to fulfill the vows of curing the disease, solution of unfortunate troubles and big accidents. 

Yudate Kagura is the spectacle to become into rebirth through the purification of the body by boiling water based 

upon the folk knowledge to live with the severe nature. 

Key words: kagura, yudate, shimotsuki festival, cosmology, Shugendō
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